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【
釈
文
】

　

繋カ
か

り
し
程
に
、
仁
安
三
年
〈
戊
子
〉
十
一
月
十
一
日
、
歳
五
十
八
に
て
病
に
侵
さ
れ
、
存
命
の
為
に
出
家
入
道
す
。
其
の
験

し
る
し

に
や
、
宿
病
立

た
ち
ど
こ
ろ

所
に

1

療い

え
て
天
命
を
全
く

す
。
人
の
随
ひ
著つ

く
こ
と
、
吹
く
風
の
草
木
を
靡
か
す
が
ご
と
し
。
世
の
普

あ
ま
ね

く
仰
ぐ
こ
と
、
降
る
雨
の
国
土
を
露

う
る
ほ

す
に
似
た
り
。
六
波
羅
殿
の
一
家
の
君
達
と
だ
に
言
へ

ば
、
花く

わ
そ
く族

も
栄え

い
ゆ
う雄

も
面

お
も
て

を
対む

か

へ
肩
を
并
ぶ
る
人
ぞ
無
き
。
平
大
納
言
時
忠
の

の
申
さ
れ
け
る
は
、「
此
の
一
門
に
非
ざ
ら
ん
者
は
、
男
も
女
も
尼
も
法
師
も
、
人に

ん
ぴ非

人に
ん

な

り
」
と
ぞ
云
ひ
け
る
。
然
る
間
、
何い

か

な
る
人
も
其
の
類

ゆ
か
リ

に
結
ぼ
ほ
れ
ん
と
ぞ
欲し

け
る
。
寔

ま
こ
と

に
時
に
取
り
て
は
理

こ
と
わ
りな

り
。
凡お

よ

そ
衣え

文も
ん

の
書▽

一
〇
オ

き
様
、
烏
帽
子
の

タ
め
や
う様

よ
り
始
め
て
、

何
事
も
六
波
羅
様
と
だ
に
云
ひ
て
け
れ
ば
、
天
下
の
人
此
れ
を
学
ぶ
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
「
療

ヘ
ハ

」。
注
解
参
照
。
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【
注
解
】
〇
繋
り
し
程
に
　

訓
み
は
、「
繋

（
シ
）

程
」（
巻
一
上―

一
六
オ
）に
従
っ
た
。

〈
延
・
長
・
南
〉
等
「
カ
ヽ
リ
シ
程
ニ
」（〈
延
〉
巻
一―

二
四
ウ
）。
　

〇
仁
安
三

年
〈
戊
子
〉
十
一
月
十
一
日
　

「
十
一
月
十
一
日
」〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
覚
〉
同
、

〈
南
・
中
〉「
十
一
月
十
二
日
」（〈
南
〉
上―

一
六
頁
）、〈
屋
〉「
二
月
廿
一
日
」

（
一
七
頁
）。
二
月
十
一
日
が
正
し
い
。「
二
月
十
一
日
依
レ

病
出
家
〈
五
十
一
〉。

法
名
清
蓮
。
改
名
浄
海
」（〈
補
任
〉
仁
安
三
年
条
）。「
二
月
」
を
「
一
一
月
」
と

見
誤
っ
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
誤
り
の
可
能
性
が
高
い
が
、
正
安
二
年（
一
三
〇
〇
）

に
昌
詮
の
撰
し
た
『
性
空
上
人
伝
記
遺
続
集
』
に
、「
平
家
ノ
物
語
云
ク
、
仁
安

三
年
十
一
月
出
家
法
名
静
海
ト
云
々
。
願
文
者
九
月
也
、
又
法
名
清
蓮
ナ
リ
、
仍

旁
不
審
ナ
リ
」
と
あ
る
（
落
合
博
志
）。
清
盛
の
出
家
を
「
十
一
月
」
と
す
る
誤
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り
が
、『
平
家
物
語
』生
成
の
か
な
り
早
い
段
階
に
生
じ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
仁
安
三
年
の
干
支
は
戊
子
で
正
し
い
。
こ
こ
に
干
支
を
記
す
の
は
〈
闘
〉

の
み
だ
が
、
こ
う
し
た
事
例
は
、
特
に
巻
一
上
に
集
中
す
る
（
全
二
十
八
例
中
、

二
十
二
例
）。
詳
細
は
、
本
全
釈
（
五―

九
～
一
〇
頁
）
参
照
。
　

〇
歳
五
十
八

に
て
病
に
侵
さ
れ
　

諸
本
や
前
項
に
記
す
〈
補
任
〉
に
見
る
よ
う
に
、
清
盛
の

出
家
は
五
十
一
歳
の
時
。〈
闘
〉
が
「
五
十
八
」
と
す
る
の
は
、
父
忠
盛
と
の
混

乱
が
あ
る
か
。
そ
う
し
た
事
情
を
示
す
の
が
、
次
に
引
く
鎌
倉
本
。「
仁
平
三
年

十
一
月
十
二
日
、
清
盛
歳
五
十
八
ト
申
ニ
病
ニ
侵
レ
」（「
平
」
を
ミ
セ
ケ
チ
と

し
、「
安
」
と
補
記
。
六
ウ
）。〈
闘
〉
に
は
鎌
倉
本
と
の
関
係
も
指
摘
さ
れ
て
い

る
（
島
津
忠
夫
四
三
頁
以
下
）
よ
う
に
、
今
後
の
調
査
が
必
要
と
な
る
。
　

〇

出
家
入
道
す
　

こ
の
後
に
、
清
盛
が
法
名
を
「
浄
（
静
）
海
」
と
名
乗
っ
た
こ

と
を
記
す
の
は
、〈
延
・
長
・
盛
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉。
こ
の
前
後
近
似
す
る

本
文
を
記
す
〈
四
〉
も
法
名
を
記
さ
な
い
が
、
こ
の
後
に
、〈
四
・
闘
〉
共
に
、

清
盛
の
呼
称
を
「
静
海
」
と
す
る
記
事
を
見
せ
る
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
脱
落
の

可
能
性
が
濃
い
だ
ろ
う
。『
平
治
物
語
』
一
類
本
に
は
、『
平
家
物
語
』
か
ら
影

響
を
受
け
た
と
見
ら
れ
る
記
事
が
あ
る
が
、
当
該
記
事
も
其
の
一
つ
で
あ
る
。

「
抑
、
保
元
に
為
義
誅
せ
ら
れ
、
平
治
に
義
朝
誅
せ
ら
れ
し
よ
り
以
来
、
平
家
の

一
門
、
繁
昌
す
。
わ
が
身
は
太
政
大
臣
に
あ
が
り
、
子
息
、
近
衛
大
将
に
あ
ひ
な

ら
び
、
親
類
の
昇
進
、
思
さ
ま
に
て
、
卿
相
・
雲
客
、
六
十
余
人
な
り
き
。
仁
安

二
年
十
一
月
、
清
盛
、
病
に
を
か
さ
れ
て
、
年
五
十
一
に
て
出
家
し
て
、
法
名
、

浄
海
と
改
む
」（
新
大
系
二
七
三
頁
）。
こ
の
記
事
は
、『
平
家
物
語
』
巻
一
内
の

近
接
し
た
三
箇
所
の
文
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
（
日
下
力
一
四
九
頁
）。
　

〇

療
え
て
　

底
本
は
、「
療

ヘ
ハ

」。
と
す
れ
ば
、「
療
え
け
れ
ば
」
と
訓
む
べ
き
か
。

〈
延
・
長
・
盛
・
南
・
覚
・
中
〉「
癒
ヘ
テ
」（〈
延
〉
二
五
オ
）。
出
家
入
道
の
功

徳
に
よ
り
病
が
癒
え
た
と
す
る
ば
か
り
か
、
平
家
に
栄
華
を
も
も
た
ら
し
た
と

す
る
の
だ
ろ
う
。
　

〇
露
す
　

〈
四
〉「
潤

す
に

」（
巻
一―

九
左
）、〈
延
〉「
湿
ス

ニ
」（
巻
一―

二
五
オ
）、〈
長
〉「
う
る
ほ
す
に
」（
1―

二
九
頁
）
等
と
あ
る
よ

う
に
、〈
闘
〉
も
「
う
る
ほ
す
」
と
訓
ん
で
良
か
ろ
う
。〈
闘
〉
で
は
孤
例
。〈
名

義
抄
〉「
露
　

ウ
ル
フ
」（
法
下
七
一
）。
　

〇
平
大
納
言
時
忠　

時
忠
の
義
妹

滋
子
が
小
弁
の
女
房
名
で
上
西
門
院
に
出
仕
し
て
間
も
な
く
、
滋
子
は
、
後
白

河
院
の
寵
を
得
た
ら
し
い
（
宮
崎
荘
平
九
九
～
一
〇
〇
頁
）。
そ
の
滋
子
が
、
応

保
元
年
（
一
一
六
一
）
九
月
に
皇
子
憲
仁
を
出
産
し
、
そ
の
後
親
王
宣
下
、
永

万
二
年
（
一
一
六
六
）
十
月
に
は
立
太
子
す
る
に
至
り
、
後
白
河
院
の
近
臣
時
忠

は
、
滋
子
の
兄
、
東
宮
の
外
戚
と
し
て
栄
達
を
極
め
て
い
っ
た
。
し
か
し
安
元

二
年
（
一
一
七
六
）
七
月
に
建
春
門
院
滋
子
が
崩
御
し
て
以
降
、
既
に
徳
子
の
中

宮
立
后
に
あ
た
っ
て
中
宮
権
大
夫
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
時
忠
は
、「
清
盛
の
勢
威

を
支
え
る
腹
心
と
し
て
の
立
場
を
、
よ
り
い
っ
そ
う
強
め
て
い
く
」（
宮
崎
荘
平

一
三
五
頁
）
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
。
　

〇
此
の
一
門
に
非
ざ
ら
ん
者
は
、
男
も

女
も
尼
も
法
師
も
、
人
非
人
な
り
　

『
平
家
物
語
』
諸
本
は
、
高
倉
天
皇
の
即
位

記
事
で
、〈
闘
〉「
平
大
納
言
時
忠

の

は
女
院
の
御

セ
う
ト

、
主
上
の
御
外
戚
、
内
外

に
付
け
執
権
た
る
間
、
叙
位
除
目
偏
に
此
の

の
沙
汰
な
り
。
然
れ
ば
則
ち
、
此

の
世
に
は
平
関
白
と
ぞ
申
し
け
る
」（
巻
一
上―

一
九
オ
）
と
記
す
。
し
か
し
、

仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
三
月
の
高
倉
天
皇
即
位
の
時
点
で
、
叙
位
除
目
が
時
忠

の
思
い
の
ま
ま
と
い
う
の
は
誇
張
で
、
こ
こ
は
、
こ
う
し
た
描
か
れ
方
を
さ
れ
る

ほ
ど
に
、
高
倉
天
皇
・
建
春
門
院
・
清
盛
の
三
者
に
最
も
関
係
の
深
い
時
忠
の
位

置
が
世
の
注
目
を
浴
び
て
い
た
こ
と
を
示
す
と
さ
れ
る
。
ま
た
、
当
該
記
事
の

よ
う
に
、「
此
の
一
門
に
非
ざ
ら
ん
者
は
…
」
と
時
忠
が
豪
語
し
た
時
期
と
し
て

は
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）
十
一
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
治
承
五
年
閏
二
月
の
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清
盛
没
ま
で
の
頃
が
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
る（
宮
崎
荘
平
一
三
五
～
一
三
七
頁
）。

「
男
も
女
も
尼
も
法
師
も
」
と
す
る
の
は
、〈
四
・
延
・
長
・
盛
〉
同
。
す
べ
て
の

人
間
と
い
う
意
で
男
・
女
・
法
師
・
尼
を
挙
げ
る
の
は
、
仏
典
等
で
し
ば
し
ば
比

丘
・
比
丘
尼
・
優
婆
塞
・
優
婆
夷
と
し
て
出
家
・
在
家
信
者
の
男
女
を
挙
げ
る
こ

と
に
よ
る
表
現
な
の
だ
ろ
う
。〈
盛
全
釈
〉
の
当
該
注
解
参
照
（
四―

八
頁
）。
な

お
、「
人
非
人
」
と
は
、
天
龍
八
部
の
鬼
神
を
指
す
。『
三
国
伝
記
』「
爰

ニ

王
驚

テ

云
、「
汝
不
レ

在
レラ

人
ニ

。
天
龍
夜ヤ

叉シ
ヤ

カ

乾ケ
ン
ダ
ツ
バ

達
婆

カ

」
ト
云
云

。
后

キ

答
云
、「
吾

ハ

非
二

乾
達

婆
一ニ

モ

、
人
非
人

ニ
モ

ア
ラ
ズ
。
仏

ノ

所
ニ

到
テ

法
ヲ

聴
キ

誓
願

ヲ

発
セ
リ

。
其

ノ

善
力

ニ

依
テ

金

剛
密
遮
吾

ヲ

加
護

シ

給
故

ナ
リ

」
ト
云
云

」（
中
世
の
文
学
上―

二
〇
三
頁
）。
　

〇
寔
に

時
に
取
り
て
は
理
な
り
　

〈
闘
〉
の
独
自
異
文
。
こ
こ
で
、「
此
の
一
門
に
非
ざ
ら

ん
者
は
…
」
と
豪
語
す
る
人
物
と
し
て
時
忠
が
取
り
あ
げ
ら
れ
る
の
は
、
清
盛
の

妻
時
子
の
弟
、
滋
子
の
兄
、
東
宮
の
外
戚
、
清
盛
の
腹
心
と
し
て
羽
振
り
を
利
か

し
て
い
た
点
に
注
目
す
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。そ
う
し
た
時
忠
の
言
動
か
ら
し
て
も
、

世
の
人
々
が
平
家
と
の
縁
故
を
結
ぼ
う
と
す
る
の
は
至
極
当
然
で
あ
っ
た
と
す
る

の
で
あ
る
。

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
落
合
博
志
「
鎌
倉
末
期
に
お
け
る
『
平
家
物
語
』
享
受
資
料
の
二
、
三
に
つ
い
て―

比
叡
山
・
書
写
山
・
興
福
寺
そ
の
他―

」（
軍
記
と
語
り
物
二
七
号
、
一
九
九
一
・

3
）

＊
日
下
力
「『
平
治
物
語
』
に
お
け
る
悪
源
太
雷
化
話
の
作
出
と
『
保
元
物
語
』『
平
家
物
語
』」（
国
文
学
研
究
六
七
、一
九
七
九
・
3
。『
平
治
物
語
の
成
立
と
展
開
』
汲
古

書
院
一
九
九
七
・
6
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
島
津
忠
夫
「
教
訓
状
・
烽
火
の
沙
汰―

『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
の
ひ
と
つ
の
覚
書―

」（
国
語
国
文
、
一
九
八
〇
・
7
。『
平
家
物
語
試
論
』
汲
古
書
院
一
九
九
七
・
7

再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
宮
崎
荘
平
「
建
春
門
院
平
滋
子
と
そ
の
周
辺―

「
建
春
門
院
中
納
言
日
記
」
ノ
ー
ト
よ
り―

」（
藤
女
子
大
学
・
藤
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
Ⅰ
部
一
二
、一
九
七
四
・
12
）

【
原
文
】

又
何

ル

賢―

王
聖―

主
ノ

御―

政
コ
ト

摂―

政
関―

白
成―

敗
ナ
レ
ト
モ

於
テ
ハ

人
不
聞
所
（
一
）

無
何

ト
（
一
）

被
タ
ル

余
世
一ニ

1

徒―

者
ナ
レ
ハ

呰ソ

―

傾シ
リ

申
事
常―

習
也
然
此
入
道
世―

盛
ノ

間
ハ

雖
二ト

モ

人
ノ

不
聞
所
一ナ

リ
ト

聊
無
二

忽―

緒
ニ
モ

申
者
一

其―

故
者
入
道

ノ

計
コ
ト
ニ

十
七
八
計

ノ

童―

部
ノ

髪
ヲ

殺
二

―

廻
僮
一ニ

著
二セ

直―
垂
小―

袴
一ヲ

二
三
百
人
之
程
被
二ル

、
召
仕
之
一

間
此
等

2

充
二

―

満
シ
テ

京―

中
一ニ

自
六
波
羅
殿

方―

様
ノ

上
ヲ

有
下レ

ハ

悪
様
言
者
上ノ

此
等
随
てテ

聞―

出
一ニ

下

吹
レ

毛
疵

ヲ
（
上
）

三
百
余
人
行―

向
ヒ

在―

々
処―

々
ニ（

一
）

即―

時
ニ

磨―

滅
ス

之
3

怖
モ

申―

愚
也
然―

則
雖

モ（
二
）

目―

ニ

見
心―

ニ

知
ト

（
一
）

之
（
ヲ
）

（
一
）

無
二ケ

リ

詞―

顕
云―

者
一

言
六
波
羅
殿
髪―

振
一ト

タ
ニ

上―

下
皆―

恐

〔

歟
恐
也
〕
通
レル

道
ヲ

馬―

車
モ

退―

去サ

ツ
テ

過
ケ
リ

雖
出―

入
ス
ル
ト

禁―

門
一

不
レ

及
レ

尋
二ニ

名
姓
一ヲ

見
下ヘ

タ
リ

京―

師
長―

吏
為

ニ

此
（
一
）

側ソ
ハ
タツ

ル
カ
ト

目
上

。



源平闘諍録全釈（六―巻一上⑥（九ウ5 ～一一ウ6））

（
四

）

― 135 ―

【
釈
文
】

　

又
何い

か

な
る
賢
王
聖
主
の
御
政

ま
つ
り
ゴ
ト、

摂
政
関
白
の
成せ

い
ば
い敗

な
れ
ど
も
、
人
の
聞
か
ぬ
所
に
て
は
、
何
と
無
く
世
に
余
さ
れ
た
る

1

徒
い
た
づ
ら
も
の

者
な
ど
の
、
呰ソ

シ

リ傾
申
す
事
は
常
の
習
ひ
な
り
。

然
る
に
、
此
の
入
道
の
世よ

盛ざ
か

り
の
間
は
、
人
の
聞
か
ぬ
所
な
り
と
雖

い
ヘ
ド

も
、
聊

い
さ
さ
かも 

忽い
る
か
せ緒

に
も
申
す
者
無
し
。

　

其
の
故
は
、
入
道
の
計
り
こ
と
に
、
十
七
八
ば
か
り
の
童わ

ら
は
べ部

の
髪
を
僮

か
ぶ
ろ

に
殺き

り
廻
し
、
直
垂
・
小
袴
を
著
せ
、
二
三
百
人
が
程
召
し
仕
は
る
る
の
間
、
此
等
京
中
に

2

充

満
し
て
、
自

お
の
づ
から

六
波
羅
殿
の
方か

た
ざ
ま様

の
上
を
悪
し
様
に
言
ふ
者も

ノ

有
れ
ば
、
此
等
聞
き
出
だ
す
に
随
つ
て
、
毛
を
吹
き
て
疵
を

も
と

め
、
三
百
余
人
在
々
処
々
に
行
き
向
か
ひ
、
即

時
に
之
を
磨
滅
す
。

3

怖
し
と
申
す
も
愚
か
な
り
。
然さ

れ
ば
則
ち
、
目
に
見
、
心
に
知
る
と
雖
も
、
之
を
詞
に
顕
は
し
て
云
ふ
者
無
か
り
け
り
。
六
波
羅
殿
の
髪か

ぶ
ろ振

と
だ
に

言
へ
ば
、
上
下
皆
恐お

ぢ
お
そ

れ
、
道
を
通
る
馬

う
ま
く
る
ま

車
も
退し

去サ

つ
て
過
ぎ
け
り
。
禁
門
を
出
入
す
る
と
雖
も
、
名
姓
を
尋
ぬ
る
に
及
ば
ず
、
京け

い
し師

の
長
吏
此
れ
が
為
に
目
を
側

ソ
バ
タ

つ
る

か
と
見
え
（
へ
）
た
り
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
「
徒―

者
ナ
レ
ハ

」。
音
符
は
、
訓
符
の
誤
り
だ
ろ
う
。
2
「
充

二

―

満
シ
テ

」。
訓
符
に
従
え
ば
、「
充
ち
満
ち
て
」
と
な
る
。
3
「
怖

モ

」。〈
延
〉「
オ
ソ
ロ
シ
ナ

ド
申
モ
愚
カ
也
」（
巻
一―

二
五
ウ
）、〈
長
〉「
怖
と
申
も
疎
か
な
り
」（
1―

三
〇
頁
）。「
怖
」
に
付
さ
れ
た
送
り
仮
名
「
モ
」
は
、
本
来
は
「
申
」
に
付
さ
れ
た
も
の
か
。

【
注
解
】
〇
人
の
聞
か
ぬ
所
に
て
は
　

「
於

テ
ハ

人
不
聞
所
（
一
）

」
は
、「
人
の
聞
か
ぬ

所
に
於
い
て
は
」
と
も
訓
め
よ
う
。
訓
読
に
は
、〈
四
〉「
人

の

不
レ

聞
之
処

に
て
は

」（
巻

一―

一
〇
右
）、〈
延
〉「
人
ノ
キ
カ
ヌ
所
ニ
テ
ハ
」（
巻
一―

二
五
ウ
）
を
参
照
し

た
。〈
闘
〉
の
「
於
」
は
、「
お
」
の
訓
以
外
に
、「
於
い
て
」
の
訓
「
於
二テ

ハ

古
今
一ニ

山
門

ノ

訴
訟
恐
事

ナ
リ
ト

申
伝

タ
リ

」（
巻
一
上―

三
二
ウ
）、「
に
て
」
の
訓
「
於
レ

（
ニ
テ
モ
）

路
に

応
レ

（
ラ
ン
ト
）

死
思

シ
ニ

」（
巻
一
下―

三
六
オ
）、「
に
し
て
」
の
訓
「
今
日

ハ

於
二シ

テ

此

所
一ニ

請
降
一

」（
巻
五―

一
〇
ウ
）、「
マ
テ
」
の
訓
「
有
於

マ
テ
モ

何
一レ

」（
巻
八
上―

二
一
オ
）
が
あ
る
。
　

〇
徒
者
な
ど
の
　

底
本
は
、「
徒
者
な
れ
ば
」
と
す
る
が

誤
り
。
後
の
付
訓
と
考
え
て
良
い
か
。

　

〇
呰
傾
申
す
事
　

「
呰
　

ソ
シ
ル
」（〈
名

義
抄
〉
仏
中
三
三
）。〈
長
〉「
い
ひ
そ
し
り
か
た
ぶ
き
申
事
は
」（
1―

二
九
頁
）、

〈
盛
〉「
謗
リ
傾
申
事
ハ
」（
1―

四
三
頁
）、〈
南
〉「
ソ
シ
リ
カ
タ
ブ
キ
申
事
ハ
」（
上

―

一
七
頁
）、〈
屋
〉「
謗ソ

シ

リ
傾

カ
タ
フ

キ
申
ス
事
ハ
」（
一
八
頁
）、〈
覚
〉「
そ
し
り
傾

カ
タ
ブ

け

申
事
は
」（
上―

一
三
頁
）、〈
中
〉「
そ
し
り
か
た
ぶ
け
申
事
は
」（
上―

一
四
頁
）

と
す
る
よ
う
に
、〈
闘
〉
も
「
呰そ

し

り
傾
き
申
す
事
は
」
と
訓
む
べ
き
か
。
　

〇
此

の
入
道
の
世
盛
り
の
間
は
　

前
節
の
注
解
に
見
た
よ
う
に
、「
此
の
一
門
に
非
ざ

ら
ん
者
は
…
」
と
時
忠
が
豪
語
し
た
時
期
と
し
て
は
、
治
承
三
年
（
一
一
七
九
）

十
一
月
の
ク
ー
デ
タ
ー
か
ら
治
承
五
年
閏
二
月
の
清
盛
没
ま
で
の
頃
が
史
実
の
上

で
は
ふ
さ
わ
し
い
よ
う
だ
が
（
宮
崎
荘
平
一
三
五
～
一
三
七
頁
）、『
平
家
物
語
』

が
構
想
す
る
清
盛
の
世
盛
り
の
頂
点
と
は
、
こ
の
後
の
「
我
身
栄
華
」
に
見
る
清

盛
の
子
息
達
に
付
さ
れ
た
官
職
表
記
か
ら
、
安
元
三
年
の
時
期
、
つ
ま
り
重
盛
・

宗
盛
兄
弟
が
左
右
大
将
に
並
ん
だ
時
期
と
考
え
ら
れ
る（
美
濃
部
重
克
五
五
頁
）。

そ
の
年
は
鹿
谷
事
件
が
起
き
た
年
で
あ
っ
た
。「
禿
髪
」
話
と
は
、
平
家
の
そ
の

頃
ま
で
の
話
と
す
る
の
で
あ
ろ
う
。
　

〇
十
七
八
ば
か
り
の
童
部
　

禿
髪
の
年
齢

は
、〈
四
・
盛
〉「
十
四
五
若

シ
は

十
六
七
」（〈
四
〉一
〇
右
）、〈
延
・
長
〉「
十
四
五
、

若
ハ
十
七
八
」（〈
延
〉
二
五
ウ
）、〈
南
・
覚
〉「
十
四
五
六
」（〈
南
〉
一
七
頁
）、

〈
屋
〉「
十
四
五
」（
一
八
頁
）、〈
中
〉「
十
五
六
」（
一
四
頁
）。
次
節
に
引
く
〈
闘
・

延
・
長
・
盛
〉
の
王
莽
説
話
に
見
る
年
齢
の
対
応
は
次
表
の
と
お
り
。
そ
れ
に
よ

れ
ば
、〈
延
・
長
・
盛
〉
の
禿
髪
説
話
が
記
す
「
十
四
五
」
は
、
王
莽
説
話
が
記
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す
年
齢
に
対
応
さ
せ
る
た
め
の
年
齢
の
よ
う
で
あ
る
。
に
対
し
て
、〈
闘
〉
や
〈
延
・

長
〉「
十
七
八
」、〈
盛
〉「
十
六
七
」
の
年
齢
は
、
禿
髪
説
話
が
も
と
も
と
記
し
て

い
た
年
齢
と
し
て
考
え
て
良
い
か
。
こ
の
後
の
注
解
「
直
垂
・
小
袴
を
」「
二
三
百

人
」
の
項
参
照
。

〇
髪
を
僮
に
殺
り
廻
し
　

〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
同
。
髪
を
僮
に
切
る
と
は
、〈
四
・

延
・
長
・
盛
〉「
髪
ヲ
頸
ノ
マ
ハ
リ
ニ
切
マ
ハ
シ
テ
」（〈
延
〉
巻
一―

二
五
ウ
）

の
意
。「　

キ
ル
、
コ
ロ
ス
」（〈
名
義
抄
〉
僧
中
五
九
）。「

」
は
「
殺
」
の

俗
字
。
　

〇
直
垂
・
小
袴
を
　

禿
髪
の
服
装
に
つ
い
て
は
、〈
四
〉
不
記
、〈
闘
・

延
〉「
直
垂
小
袴
」、〈
長
〉「
赤
き
帷
を
き
せ
、
黒
き
袴
」（
1―
二
九
頁
）、〈
南
・

屋
・
覚
・
中
〉「
赤
キ
直
垂
」（〈
南
〉
一
七
頁
）。
な
お
、〈
闘
・
延
・
長
・
盛
〉

が
記
す
王
莽
説
話
の
内
、
服
装
を
記
す
の
は
〈
闘
〉
の
み
で
、「
赤
き
衣
」。
こ
こ

で
も
、
禿
髪
説
話
と
王
莽
説
話
と
は
対
応
し
て
い
な
い
。
な
お
、
黒
田
彰
の
指
摘

し
た
『
和
漢
朗
詠
注
』
の
王
莽
譚
に
見
る
服
装
は
、「
赤

キ

装
束
ヲ
ナ
シ
、
赤
巾
」

（
二
三
三
頁
）
と
、〈
長
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
に
一
部
一
致
す
る
。
　

〇
二
三
百

人
　

〈
四
・
延
・
長
・
中
〉
同
、〈
盛
・
南
・
屋
・
覚
〉「
三
百
人
」。
一
方
、
王
莽

説
話
内
で
は
、〈
闘
〉
が
「
二
三
百
人
」
と
す
る
以
外
は
、〈
延
・
長
・
盛
〉「
三
百

人
」。〈
闘
〉
は
「
二
三
百
人
」
で
、〈
盛
〉
は
「
三
百
人
」
で
共
に
照
応
す
る
が
、

い
ず
れ
も
一
方
に
手
が
加
え
ら
れ
た
結
果
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
禿
髪
説
話
で

は
、「
二
三
百
人
」
が
、
王
莽
説
話
で
は
、「
三
百
人
」
と
す
る
の
が
古
態
で
あ
ろ

う
。
以
上
の
両
話
の
対
応
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
禿
髪
説
話
は
、
王
莽
説
話
を
直
接

の
典
拠
と
し
て
作
り
出
さ
れ
た
話
で
は
な
い
よ
う
で
あ
る
。
な
お
、『
朗
詠
注
』

で
は
、「
彼
千
人

ノ

赤
子
」
と
す
る
。
　

〇
充
満
し
て
　

訓
符
に
よ
れ
ば
、「
充
ち

満
ち
て
」（〈
四
・
覚
〉
等
）、
送
り
仮
名
に
よ
れ
ば
、「
充
満
し
て
」（〈
延
・
長
〉

等
）
と
訓
む
こ
と
に
な
る
。
　

〇
毛
を
吹
き
て
疵
を

め
　

〈
四
〉「
吹
レて

毛
を

求
レ

科
を

」（
巻
一―

一
〇
左
）、〈
延
〉「
吹
毛
ノ
咎
ヲ
求
テ
」（
巻
一―

二
五
ウ
）〈
長
〉

「
吹
毛
の
科
を
求
て
」（
1―

三
〇
頁
）。
あ
ら
探
し
を
す
る
様
。
出
典
は
『
漢
書
』。

『
胡
曽
詩
抄
』「
祖
、
又
知
二

其
心
一ヲ

。
故

ニ

吹
レ

毛
求
疵

ヲ

」（
伝
承
文
学
資
料
集
成

一
六
五
頁
）。
　

〇
三
百
余
人
　

〈
四
・
屋
〉
同
。
先
に
〈
四
・
闘
〉
の
場
合
は
、

「
二
三
百
人
」
程
を
召
し
使
っ
て
い
た
と
す
る
か
ら
、
厳
密
に
言
え
ば
不
整
合
を

き
た
し
て
い
る
。
　

〇
即
時
に
之
を
磨
滅
す
　

そ
の
具
体
的
様
相
を
記
す
の
が
、

〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉。〈
覚
〉「
余
党
に
触
廻
し
て
、
其
家
に
乱
入
し
、
資
材
雑
具

を
追
捕
し
、
其
奴
を
搦
と
ッ
て
、
六
波
羅
へ
ゐ
て
参
る
」（
上―

一
三
頁
）。
　

〇
之
を
詞
に
顕
は
し
て
云
ふ
者
無
か
り
け
り
　

当
該
本
文
に
続
く
記
事
構
成
は
次

の
と
お
り
。「
1
之
を
詞
に
顕
は
し
て
云
ふ
者
無
か
り
け
り
。
2
六
波
羅
殿
の
髪

振
と
だ
に
言
へ
ば
、
3
上
下
皆
恐
ぢ

れ
、
4
道
を
通
る
馬
車
も
退
去
つ
て
過
ぎ

け
り
」
と
す
れ
ば
、〈
四
〉
1
、〈
延
〉
1
・
3
・
4
、〈
長
〉
1
・
2
・
3
・
4
、〈
南
・
屋
・

覚
・
中
〉
1
・
2
・
4
の
順
。〈
闘
〉
に
一
致
す
る
の
は
〈
長
〉。
　

〇
六
波
羅
殿

の
髪
振
と
だ
に
言
へ
ば
　

〈
四
・
延
〉
は
当
該
句
を
欠
く
。
禿
髪
と
い
う
目
に
付

く
姿
を
し
て
い
る
わ
け
だ
か
ら
、
殊
更
に
「
六
波
羅
殿
の
禿
髪
」
と
名
乗
る
必
要

は
あ
る
ま
い
。
ま
た
、
次
に
引
く
『
長
恨
歌
伝
』
の
「
禁
門
を
出
入
す
と
い
へ
ど

も
、
姓
名
を
尋
ら
る
ゝ
に
及
ば
ず
」
と
の
照
応
か
ら
言
っ
て
も
、
こ
の
当
該
句
は

な
い
の
が
本
来
の
形
で
あ
ろ
う
。
　

〇
上
下
皆
恐
ぢ

れ
　

〈
延
〉「
上
下
恐ヲ

ヂ

ヲ
ノ

諸
本

禿
髪
説
話

王
莽
説
話

闘
諍
録

十
七
八
ば
か
り
の
童
部

十
三
四
五

延
慶
本

十
四
五
、
若
ハ
十
七
八
バ
カ
リ
ナ
ル
童
部

十
四
五
計

長
門
本

十
四
五
、
若
は
十
七
八
ば
か
り
な
る
童
部

十
二
三

盛
衰
記

十
四
五
、
若
ハ
十
六
七
計
ナ
ル
童
部

十
四
五
計
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ノ
キ
テ
」（
巻
一―

二
五
ウ
）、〈
長
〉「
上
下
恐
を
な
し
て
」（
1―

三
〇
頁
）。〈
名

義
抄
〉「　

ウ
レ
フ
、
ヲ
ソ
ル
」（
法
中
八
〇
）。
な
お
、「

」
に
「

歟
恐
也
」

と
の
欄
外
注
記
が
あ
る
。〈
名
義
抄
〉「　

イ
サ
ヽ
カ
ニ
」（
法
中
九
六
）。
こ
の

よ
う
な
欄
外
注
記
は
、
各
巻
に
次
の
よ
う
に
見
ら
れ
る
。

欄
外
注
記
が
、
巻
に
よ
り
偏
在
す
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
。
そ
の
理
由
の
一
つ

は
、
表
に
記
し
た
よ
う
に
、
巻
に
よ
り
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
が
あ
る
巻
と
な
い
巻
と

が
あ
る
こ
と
に
関
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
但
し
、
巻
八
下
の
よ
う
に
、
ヲ
コ
ト
点
の

な
い
巻
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
三
例
の
欄
外
注
記
が
見
ら
れ
る
巻
も
あ
る
。
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
欄
外
注
記
な
の
か
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
①
一
〇
オ
4
「
人

跡
久
絶
」。
こ
の
注
記
は
、〈
闘
〉の
本
文
「
人
絶

タ
リ

」の「
人
」の
下
に
、「
跡
久

ク

」

の
補
入
が
あ
る
よ
う
に
、
本
文
の
脱
落
を
注
記
し
た
も
の
。
本
文
と
欄
外
注
記
は

同
筆
と
見
ら
れ
る
。
勿
論
現
存
の
〈
闘
〉
は
転
写
本
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
こ
と
か

ら
、
本
文
と
欄
外
注
記
が
同
時
成
立
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
言
え
な
い
。
②
二
六
オ

7「
時
」。七
行
目
に
、「
時
」の
注
記
に
関
わ
る
記
事
は
見
あ
た
ら
な
い
。こ
れ
は
、

六
行
目
の
「
木ム

工ク

馬
允
友
則
」
に
関
わ
る
校
異
記
事
だ
ろ
う
。「
友
則
」
は
、〈
四
・

盛
・
覚
〉
は
「
友
時
」、〈
延
〉「
信
時
」、〈
長
〉「
朝
時
」、〈
南
〉「
政
時
」「
友
時
」

と
一
致
し
な
い
が
「
時
」
は
共
通
す
る
し
、〈
闘
〉
で
も
こ
の
後
に
「
朝ア

サ

時
」（
二
六

ウ
）
と
記
す
よ
う
に
、「
時
」
の
欄
外
注
記
は
、「
友
則
」
の
「
則
」
に
関
す
る

注
記
と
考
え
ら
れ
る
。
転
写
の
際
に
一
行
ず
れ
て
写
さ
れ
た
か
。
③
三
二
ウ
2

「
磨
二

真
理
珠
一

」。
こ
の
注
記
は
、〈
闘
〉
の
本
文
「
磨
レラ

珠
一ヲ

ヤ

」
の
「
磨
」
の
下
に
、

「
真
理

ノ

」
の
補
入
が
あ
る
よ
う
に
、
本
文
の
脱
落
を
注
記
し
た
も
の
。
本
文
と
欄

外
注
記
は
同
筆
と
見
ら
れ
る
。
以
上
の
欄
外
注
記
か
ら
、
ヲ
コ
ト
点
が
付
さ
れ
る

以
前
に
、
本
文
の
脱
落
箇
所
等
の
注
記
が
、
施
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
よ

う
。
次
に
ヲ
コ
ト
点
の
加
点
は
あ
る
も
の
の
、
巻
一
下
・
巻
八
上
に
比
べ
る
と
圧

倒
的
に
少
な
い
巻
一
上
に
欄
外
注
記
が
多
い
理
由
の
一
つ
と
し
て
は
、
朱
に
よ
る

返
り
点
が
多
く
付
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
よ
ろ
う
。
朱
に
よ
る
加
点
が
施
さ
れ
た

時
に
、
朱
に
よ
る
欄
外
注
記
も
同
時
に
行
わ
れ
た
の
だ
ろ
う
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
朱
の
注
記
は
墨
の
注
記
よ
り
も
後
に
施
さ
れ
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
（
早
川
厚
一
①
②
）。
　

〇
退
去
つ
て
　

〈
延
・
南
・
覚
〉「
よ
ぎ
て
ぞ
」

（〈
覚
〉
上―

一
三
頁
）、〈
長
〉「
曲
て
ぞ
」（
1―

三
〇
頁
）、〈
屋
〉「
ヨ
ケ
テ
ゾ
」（
一
九

頁
）、〈
中
〉「
よ
ぎ
て
こ
そ
」（
上―

一
四
頁
）。〈
全
注
闘
〉
の
訓
「
し
さ
つ
て
」

に
従
う
。〈
闘
〉
で
は
孤
例
。
後
ず
さ
り
す
る
意
と
な
る
。
　

〇
禁
門
を
出
入
す

る
と
雖
も
、
名
姓
を
尋
ぬ
る
に
及
ば
ず
…
　

『
長
恨
歌
伝
』
に
よ
る
。「
出
二

入
ト
キ
ニ

禁
門
一

、
不
レ

問
二

名
姓
一ヲ

タ
モ

、
京
師

の

長
吏
為メ

レニ

之
カ

側ソ
ハ

レム

目
」（
二
三
六
頁
。
大
東
急

記
念
文
庫
蔵
金
沢
文
庫
本
〔
太
田
次
男
〕）。〈
盛
〉
は
『
長
恨
歌
伝
』
を
ほ
ぼ
そ

の
ま
ま
引
く
。〈
盛
〉「
禁
門
ヲ
出
入
ス
ル
時
ニ
、
名
姓
ヲ
不
問
」（
1―

四
九
頁
）。

〈
闘
〉
の
「
名
姓
を
尋
ぬ
る
に
及
ば
ず
」
に
近
い
の
は
、〈
屋
・
覚
・
中
〉。〈
中
〉

「
し
や
う
み
や
う
を
た
づ
ぬ
る
に
を
よ
ば
ず
」（
上―

一
四
頁
）。
　

〇
京
師
の
長

吏
此
れ
が
為
に
目
を
側
つ
る
か
と
見
え
た
り
　

「
目
を
側
つ
る
か
と
」
は
、〈
延
・

長
・
屋
・
覚
・
中
〉
の
よ
う
に
、「
側

ム

目
一ヲ

」（
巻
一―

二
六
オ
）
が
良
い
。〈
南
〉

「
目
ヲ
側

カ
タ
フ
クト

」（
上―

一
八
頁
）。「
そ
ば
だ
つ
」
の
訓
は
、〈
四
〉「
側

ソ
ハ
タツ

ト

耳
を

」（
一

―

一
〇
左
）
か
ら
派
生
し
た
訓
み
か
。

巻

巻
一
上

巻
一
下

巻
五

巻
八
上

巻
八
下

欄
外
注
記

6

（1
）

23

（20

）

0
9

（1

）

3

（0

）

ヲ
コ
ト
点

18
1174

0
2161

0

＊ 

欄
外
注
記
の
（
　

）
の
中
の
数
字
は
、
欄
外
注
記
の
内
、
墨
で
は
な
く
朱
で
記
さ
れ

た
も
の
の
数
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【
引
用
研
究
文
献
】

＊
太
田
次
男
「
長
恨
歌
伝
・
長
恨
歌
の
本
文
に
つ
い
て―

旧
鈔
本
を
中
心
と
し
て―

」（
斯
道
文
庫
論
集
一
八
、一
九
八
二
・
3
）

＊
黒
田
彰
①
「
祇
園
精
舎
覚
書―

注
釈
、
唱
導
、
説
話
集―

」（
愛
知
県
立
大
学
文
学
部
論
集
（
国
文
学
科
編
）
三
八
、一
九
九
〇
・
2
。『
中
世
説
話
の
文
学
史
的
環
境
続
』

和
泉
書
院
一
九
九
五
・
4
再
録
）

＊
早
川
厚
一
①
「「
源
平
闘
諍
録
」
と
真
字
表
記
」（
名
古
屋
学
院
大
学
論
集
（
人
文
・
自
然
科
学
篇
）
一
九―

2
、
一
九
八
三
・
3
）

＊
早
川
厚
一
②
「
源
平
闘
諍
録
の
真
字
表
記
」（
松
村
博
司
先
生
喜
寿
記
念
『
国
語
国
文
学
論
集
』
右
文
書
院
一
九
八
六
・
11
）

＊
美
濃
部
重
克
「『
平
家
物
語
』
序
章
考
」（
南
山
国
文
論
集
一
〇
、一
九
八
六
・
3
）

＊
宮
崎
荘
平
「
建
春
門
院
平
滋
子
と
そ
の
周
辺―

「
建
春
門
院
中
納
言
日
記
」
ノ
ー
ト
よ
り―

」（
藤
女
子
大
学
・
藤
女
子
短
期
大
学
紀
要
第
Ⅰ
部
一
二
、一
九
七
四
・
12
）

【
原
文
】

抑
大―

政
入―

道
僮カ

童フ
ロ

ヲ

多
被
仕
（
一
）

事
敢

テ

非
レ

無
二

子▽
一
〇
ウ

細
一

其―

故
尋
二ニ

異―

国
ノ

故―

事
一ヲ

漢
1

王―

奔
欲

テ

奪―

取
天
下
一ヲ

謀
リ
ニ

多
作
二

銅
人―

形
ノ

馬―

形
一ヲ

破
二

竹―

間
一ヲ

籠―

置
此

ヲ
（
一
）

曳
テ

亀
（
一
）

甲コ
フ

ニ

書
2

勝―

ノ

字
一ヲ

海―

中
ニ

放
ツ

之
（
一
）

妊― （
メ
）
ル

女
ヲ

集
テ

二
三
百
人
一

朱―

雀
合
薬

ヲ
（
一
）

令
メ

服
一

深―

山
ニ

籠
置
此
（
一
）

然―

則
彼

ノ

生
タ
リ
シ

子―

ノ

色
ノ

赤
コ
ト

無
双
（
一
）

漸
ク

其
年
成
二

十
三
四
五
一

則

作
テ

赤―

衣
一ヲ

著
セ

此
ヲ

（
一
）

教
ヘ

歌
ヲ

（
一
）

3

令
謳

カ
（
一
）

竹―

ノ

中
ニ

有
赤―
銅

ノ

人―

馬
（
一
）

王―

奔
即
位
一ニ

瑞―

相
ナ
リ

亀―

甲
ニ

有
勝―

ノ

字
（
一
）

王
奔
治
国
一ヲ

表―

示
也

ト
（
ト
）

人
皆
作

ス

奇ミ（
ヲ
）

（を
一
）

之
間
破
二

竹―

中
一

見
寔

ニ

有
銅

ノ

人―

馬
（
一
）

曳
亀

ヲ
（
一
）

見
此
（
一
）

又
是
有
勝

ノ

字
（
一
）

天―
下

ノ

人
恐
此
（
一
）

即
随
二ケ

リ

王―

奔
一ニ

然
ハ

清―

盛
入
道
思―

准
此
事

ニ
（
一
）

被
4

任
二

僮―

童
一ヲ

乎

【
釈
文
】

　

抑
そ
も
そ
も、

太
（
大
）
政
入
道
、
僮カ

ブ
ロ童

を
多
く
仕
は
れ
け
る
事
は
、
敢
へ
て
子▽

一
〇
ウ

細
無
き
に
非
ず
。
其
の
故
は
、
異
国
の
故
事
を
尋
ぬ
る
に
、
漢
の

1

王
莽
（
奔
）、
天
下
を
奪
ひ

取
ら
ん
と
欲し

て
、
謀

は
か
リ
こ
とに

多
く
の
銅

あ
か
が
ねの

人
に
ん
ぎ
や
う

形
と
馬ば

ぎ
や
う形

を
作
り
、
竹
の
間
を
破
り
て
此
れ
を
籠
め
置
き
、
亀
を
曳
き
て
甲コ

フ

に
「

2

勝
つ
」
の
字
を
書
き
、
海
中
に
之
を
放
つ
。
妊は

ら

め
る
女
を
二
三
百
人
集
め
て
、
朱あ

か

き
雀
に
薬
を
合
は
せ
て
服ぶ

く

さ
し
め
、
深
き
山
に
此
れ
を
籠
め
置
く
。
然
れ
ば
則
ち
、
彼
の
生
み
た
り
し
子
の
色
の
赤
き
こ
と
双
び
無
し
。

漸や
う
やく

其
の
年
十
三
四
五
に
成
り
け
れ
ば
、
則
ち
赤
き
衣
を
作
り
て
此
れ
を
著
せ
、
歌
を
教
へ
て

3

謳を
め

か
し
む
。「
竹
の
中
に
赤

し
や
く
ど
う

銅
の
人じ

ん
ば馬

有
り
。
王
莽
（
奔
）
位
に
即つ

く
瑞

相
な
り
。
亀
の
甲
に
『
勝
つ
』
の
字
有
り
。
王
莽
（
奔
）
国
を
治
む
る
表
示
な
り
」
と
。
人
皆
奇あ

や

し
み
を
作な

す
間
、
竹
の
中
を
破
り
て
見
る
に
、
寔

ま
こ
と

に
銅
の
人
馬
有
り
。
亀

を
曳
き
て
此
れ
を
見
る
に
、
又
是
れ
「
勝
つ
」
の
字
有
り
。
天
下
の
人
此
れ
を
恐
れ
、
即
ち
王
莽
（
奔
）
に
随
ひ
け
り
。
然
れ
ば
、
清
盛
入
道
も
此
の
事
に
思
ひ
准

な
ぞ
ら

へ
て
、

僮か
ぶ
ろ童

を
4

仕
（
任
）
は
れ
け
る
に
や
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
以
下
、「
王
莽
」
を
「
王
奔
」
と
記
す
。
誤
り
と
見
て
訂
正
し
た
。
2
訓
符
に
従
っ
た
。
3
注
解
参
照
。
4
冒
頭
に
「
僮
童
を
多
く
仕
は
れ
け
る
事
は
」

と
あ
る
よ
う
に
、「
任
」
は
「
仕
」
の
誤
り
と
見
た
。
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【
注
解
】
〇
抑
、
太
政
入
道
、
僮
童
を
多
く
仕
は
れ
け
る
事
は
…
　

以
下
の
王
莽

説
話
を
記
す
の
は
、〈
闘
・
延
・
長
・
盛
〉。〈
闘
・
長
〉
は
、〈
延
・
盛
〉
に
比
べ

て
や
や
簡
略
だ
が
、
諸
本
様
々
な
趣
向
を
凝
ら
す
。〈
延
〉
で
は
、
な
ぜ
清
盛
が

禿
髪
を
三
百
人
に
限
っ
て
用
い
る
の
か
と
い
う
質
問
に
対
し
て
、
あ
る
儒
者
が
王

莽
説
話
を
紹
介
す
る
形
。〈
長
〉
で
は
、
清
盛
の
悪
行
の
至
り
と
し
て
、
禿
髪
を

召
し
使
う
様
子
を
見
る
に
、
王
莽
の
振
舞
を
想
起
さ
せ
る
と
し
て
引
く
。〈
盛
〉

で
は
、
九
条
殿
（
兼
実
か
）
の
物
語
と
い
っ
て
人
が
語
る
話
と
し
て
、
異
国
の
類

例
と
し
て
王
莽
説
話
を
引
く
。〈
闘
〉
は
、〈
長
〉
に
近
い
か
。
清
盛
の
盛
者
必
衰

の
先
例
と
し
て
序
章
に
引
か
れ
る
王
莽
を
こ
こ
に
引
く
の
は
ふ
さ
わ
し
い
と
言
え

よ
う
。〈
盛
全
釈
〉（
四―

一
九
頁
）
参
照
。
　

〇
漢
の
王
莽
、
天
下
を
奪
ひ
取

ら
ん
と
欲
て
　

王
莽
が
天
下
を
奪
う
た
め
と
す
る
設
定
は
、〈
延
・
長
・
盛
〉同
。

柳
瀬
喜
代
志
が
紹
介
し
た
敦
煌
変
文
の
一
つ
の
『
前
漢
劉
家
太
子
伝
』（
以
下
『
劉

家
変
』
と
す
る
）
も
同
様
。「
其
時
、
遂
有
二

漢
帝
丈
人
王
莽
一

、
在
二

於
宮
中
一

、

見
二

其
孫
年
少
一

、
遂
設
二

計
謀
一

、
擬
レ

奪
二

帝
業
一

。
忽
遇
二

漢
帝
崩
一

後
、
於
二

内

宮
一

不
レ

放
二

言
語
漏
泄
一

、
遂
於
二

街
衢
一

教
二

示
童
児
一

作
二

童
謡
一

。
歌
曰
、「
王
莽

捉
二

天
下
一

、
竹
節
生
二

銅
馬
一

」。
遂
便
不
レ

放
二

外
人
知
聞
一

、
便
称
二

帝
位
一

」（『
敦

煌
変
文
集
』
人
民
文
学
出
版
社
、
一
九
五
七
・
8
。
上―

一
六
〇
頁
）。
ま
た
黒

田
彰
が
紹
介
す
る
『
和
漢
朗
詠
集
』
の
注
釈
書
の
内
、
書
陵
部
本
系
が
、「
将
軍
」

の
「
職
列
虎
牙
」
注
に
引
く
王
莽
伝
（
以
下
『
朗
詠
注
』
と
す
る
）
も
同
様
。「
漢

ノ
高
祖
九
代
ノ
孫
、
光
武
皇
帝
、
幼
キ
時
ハ
、
王
莽マ

ウ

ト
云
兵
ア
リ
。
帝
位
ヲ
奪
ン

ト
シ
テ
、
種
々
謀
ヲ
廻
ス
」（
四
九
四
～
四
九
五
頁
）。
　

〇
謀
に
多
く
の
銅
の
人

形
と
馬
形
を
作
り
、
竹
の
間
を
破
り
て
此
れ
を
籠
め
置
き
　

〈
延
〉「
銅
ノ
馬
ト
人

ト
ヲ
造
テ
、
竹
ノ
ヨ
ヲ
通
シ
テ
是
ヲ
容
ル
」（
巻
一―

二
六
ウ
）、〈
長
〉「
銅
に

て
、
鎧
甲
を
着
た
る
人
形
の
、
馬
に
乗
た
る
が
、
た
け
三
寸
な
る
を
多
く
鋳
集
て
、

竹
の
い
ま
だ
笋
な
る
時
、
よ
ご
と
に
わ
り
て
、
こ
れ
を
入
を
き
て
け
り
」（
1―

三
〇
頁
）、〈
盛
〉「
銅
ニ
テ
馬
ト
人
ト
ヲ
造
テ
、
近
国
ノ
竹
ノ
ヨ
ヲ
透
シ
テ
多
入

之
」（
1―

四
七
～
四
八
頁
）。『
劉
家
変
』『
朗
詠
注
』
に
な
し
。
但
し
、『
劉
家

変
』
に
は
、
童
子
に
歌
わ
せ
た
歌
句
に
、「
王
莽
捉
二

天
下
一

、
竹
節
生
二

銅
馬
一

」

と
あ
る
。
　

〇
亀
を
曳
き
て
甲
に
「
勝
つ
」
の
字
を
書
き
、
海
中
に
之
を
放
つ
　

〈
延
・
長
・
盛
〉
は
、「
亀
の
甲
に
勝
の
字
を
書
い
て
海
中
に
放
つ
」
↓
「
竹
の
中

に
赤
銅
の
人
馬
を
籠
め
る
」
の
順
に
記
す
。
記
事
内
容
は
ほ
ぼ
同
。〈
延
〉「
海
辺

ニ
出
デ
ヽ
、
亀
ヲ
幾
千
万
ト
云
数
ヲ
不
知
一ラ

取
集
テ
、
其
亀
ノ
甲
ノ
上
ニ
「
勝
」

ト
云
字
ヲ
書
テ
、
浦
々
ニ
放
ヌ
」（
巻
一―

二
六
オ
～
二
六
ウ
）。『
劉
家
変
』『
朗

詠
注
』
に
な
し
。
　

〇
妊
め
る
女
を
二
三
百
人
集
め
て
　

妊
婦
の
数
、〈
延
・
盛
〉

「
三
百
人
」、〈
長
〉「
千
人
」。〈
闘
〉
が
、「
二
三
百
人
」
と
す
る
の
は
、
禿
髪
説

話
で
禿
髪
の
数
を
「
二
三
百
人
」
と
す
る
の
に
照
応
さ
せ
た
た
め
だ
ろ
う
。
前
節

の
注
解「
二
三
百
人
」参
照
。『
朗
詠
注
』で
は
、「
懐
妊
ノ
女
、
千
人
集
テ
」（
四
九
五

頁
）
と
あ
る
。
　

〇
朱
き
雀
に
薬
を
合
は
せ
て
服
さ
し
め
　

〈
延
〉「
朱
砂
ヲ
煎
ジ

テ
曼
薬
ト
云
薬
ヲ
合
テ
此
ヲ
ノ
マ
ス
」（
巻
一―

二
六
ウ
）、〈
長
〉「
朱
砂
を
煎
じ

て
飲
せ
け
り
。
是
を
万
仙
薬
と
云
」（
1―

三
〇
頁
）、〈
盛
〉「
朱
砂
ヲ
煎
ジ
テ
、

謾
薬
ト
云
薬
ヲ
合
テ
、
コ
レ
ヲ
呑
シ
ム
」（
1―

四
八
頁
）。『
朗
詠
注
』「
光
明
朱

ヲ
呑
シ
ム
」（
四
九
五
頁
）。〈
闘
〉
の
「
朱
き
雀
」
は
、
諸
本
の
「
朱
砂
」
に
該

当
す
る
が
、
さ
ら
な
る
趣
向
を
凝
ら
し
た
の
で
あ
ろ
う
。「
曼
（
謾
）
薬
」「
万
仙

薬
」
未
詳
。
　

〇
其
の
年
十
三
四
五
に
成
り
け
れ
ば
　

〈
延
・
盛
〉「
十
四
五
計
」

（〈
延
〉
二
六
ウ
）、〈
長
〉「
十
二
三
」（
三
〇
頁
）。
前
節
の
注
解
「
十
七
八
ば
か

り
の
童
部
」参
照
。

　

〇
赤
き
衣
を
作
り
て
此
れ
を
著
せ
　

こ
う
し
た
趣
向
は〈
闘
〉

の
み
だ
が
、『
朗
詠
注
』
の
「
赤
キ
装
束
ヲ
キ
セ
テ
、
赤
キ
巾
ヲ
ナ
サ
シ
メ
テ
」

（
四
九
五
頁
）に
近
い
。〈
長
〉は
、「
赤
き
扇
を
持
せ
て
」（
三
〇
頁
）。
な
お
、〈
延
・
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長
・
盛
〉
が
、
共
に
「
髪
ヲ
肩
ノ
マ
ハ
リ
ニ
切
廻
シ
テ
」（〈
延
〉
二
六
ウ
）
と
す

る
の
は
、
禿
髪
説
話
で
、「
童
部
ノ
、
髪
ヲ
頸
ノ
マ
ハ
リ
ニ
切
マ
ハ
シ
テ
」（〈
延
〉

二
五
ウ
）
と
す
る
の
と
照
応
し
よ
う
。〈
闘
〉
が
、
禿
髪
の
髪
型
の
件
を
記
さ
な

い
の
は
、改
変
か
。
　

〇
謳
か
し
む
　

〈
延
〉
に
「
謳
フ
」（
二
六
ウ
）〈
長
〉
に
「
う

た
は
せ
け
り
」「
う
た
ひ
け
る
」（
1―

三
〇
頁
）、〈
盛
〉
に
「
歌
テ
」「
歌
ケ
リ
」

（
1―

四
八
頁
）
と
あ
り
、〈
名
義
抄
〉「
謳
　

ウ
タ
フ
」（
法
上
六
五
）
と
あ
る
こ

と
か
ら
も
、「
謳う

た

は
し
む
」と
訓
み
た
い
が
、
送
り
仮
名
に「
カ
」と
あ
る
こ
と
や
、

〈
闘
〉
に
は
、「
謳

ヲ
メ
テ

」（
巻
五―

二
五
オ
）、「
謳

ヲ
メ
キ

」（
同
前
二
六
オ
）
等
、
こ
れ
以
外

に
も
「
謳
」
を
「
を
め
く
」
と
訓
む
例
が
多
数
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
こ
も
、「
を

め
か
し
む
」
と
訓
む
の
だ
ろ
う
。
大
声
で
歌
わ
せ
た
の
意
。
　

〇
竹
の
中
に
赤
銅

の
人
馬
有
り
…
　

〈
延
・
長
・
盛
〉
は
、〈
闘
〉
と
は
逆
に
、「
亀
の
甲
に
勝
の
字
」

↓
「
竹
の
中
に
赤
銅
の
人
馬
」
の
順
に
歌
を
記
す
。〈
闘
〉
の
場
合
は
、
先
の
説

明
記
事
の
順
番
に
照
応
し
て
い
る
。

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
黒
田
彰
『
和
漢
朗
詠
集
古
注
釈
集
成
』
二
下
（
大
学
堂
書
店
一
九
九
四
・
1
）

＊
柳
瀬
喜
代
志
「
禿
髪
異
聞
考―

「
童
謡
」
と
平
清
盛
像
象
形
の
関
係―

」（
日
本
文
学
、
一
九
九
七
・
5
。『
日
中
古
典
文
学
論
考
』
汲
古
書
院
一
九
九
九
・
3
再
録
）

【
原
文
】

非
レ

極
二ノ

ミ
ニ

我―

身
栄―

花
一ヲ

嫡―

子
重―

盛
内―

大―

臣
左―
大―
将
二―

男
宗―

盛
中
納
言

ノ

右
大
将
三―

男
知ト

モ―

盛
三
位

ノ

中
将
四
男
重―

衡ヒ
ラ

蔵―

人
頭
五
男
知―

度
三
河
守
六▽

一
一
オ

男
清―

房

1

淡
路
〈
入
道
末
子
〉
嫡―

孫
維―

盛
四
位
小
将
舎
弟
頼―

盛
正
二
位

の

大
納
言
同
教ノ

リ―

盛
中
納
言
一
門
公
卿
十
余
人
殿
上
人
卅
余
人
諸
国

ノ

受―

領
諸―

衛―

府
所―

司
都―

合
六
十

余
人
世

ニ
ハ

無
（
ト
）

亦―

人
（
一
）

見
タ
リ
ケ
ル

奈―

良
御―

門
御―

時
〈
諱
云
勝
宝
聖
武
天
王
〉
神
亀
五
年
〈
戊
辰
〉
自
始

二

―

置
近―

衛
大
将
一ヲ

以―

来
2

先
〔（
兄
）〕
弟
相
二

並
フ
コ
ト

左
右
一ニ

僅
ニ

三―

箇
度

ナ
リ

初
ハ

文
徳
天
皇

ノ

御―

宇
仁
寿
四
年

ニ

閑―

院
贈
大
政
大
臣

3

冬
副
大―

臣
御―

息
染
殿
関
白
大
政

4

大―

臣
忠―

仁―

公
〈
良
房
〉
八
月
在
三テ

御
二

任
左―

大―

将
一ニ

御
弟

ノ

西
三

条
ノ

右―

大―

臣
〈
良
相
公
〉
同
年
九
月
並

ヒ

右
ニ

（
一
）

御―

座
ス

次
朱―

雀―

院
ノ

御―
宇
天
慶
元
年
小
一
条

ノ

関―

白
大―

政
大―

臣
〈
貞
信
公
忠
平
〉
御
息
小
野
宮

の

関
白
大
政
大
臣
〈
清

慎
公
実
清
〉十
二
月
在
レテ

御
三

―

任
左
大
将
一ニ

御
弟

ノ

九
条
右
大
臣
〈
師
輔
公
〉
同
二
年▽

一
一
ウ

十
一
月
並
右

ニ
（
一
）

御―

坐
ス

親
ハ

二
条

ノ

院
御―

宇
永
暦
元
年

ニ

法
性
寺

ノ

関
白
大
政
大
臣〈
忠
通
公
〉

御
息
松
殿

ノ

関
白
大
政
大
臣
〈
基
房
公
〉
五
月
一
日
在

テ

御
二

―

任
左
大
将
一ニ

御―

弟
ノ

九
条

ノ

関
白
大
政
大
臣
〈
兼
実
公
月
輪
殿
〉
同
九
月
並
右
一ニ

御―

座
ス

此
皆
摂―

録
ノ

臣
ノ

御
子―

息

也
取
二

凡―

人
一ニ

者
無
二

其―

例
一

被
嫌
二

殿―

上
交
（
タ
ニ
モ

一
）

人
ノ

子―

孫
ノ

許
サ
レ
5

襟―

色
雑―

袍
ヲ

（
一
）

綾―
羅
錦―

繍
纏

ヘ

身
ニ

（
一
）

兼
テ二

大―

臣
ノ

大―

将
一ヲ

子―

息
兄―

弟
並
二

左―

右
一ニ

事
雖
末―

代
一ナ

リ
ト

是

不
思
議
事
也
。

【
釈
文
】

　

我
が
身
の
栄
花
を
極
む
る
の
み
に
非
ず
、
嫡
子
重
盛
内
大
臣
の
左
大
将
、
二
男
宗
盛
中
納
言
の
右
大
将
、
三
男
知ト

モ

盛も
り

三
位

ノ

中
将
、
四
男
重し

げ

衡ヒ
ラ

蔵
く
ら
う

人ど
の

頭と
う

、
五
男
知と

も

度の
り

三
河

守
、
六▽

一
一
オ

男
清
房

1

淡
路
《
守
》〈
入
道
の
末
子
〉、
嫡
孫
維
盛
四し

位ゐ
の

少
（
小
）
将
、
舎
弟
頼よ

り
も
り盛

正
二
位
の

大
納
言
、
同
じ
き
教ノ

リ

盛も
り

中
納
言
、一
門
の
公

十
余
人
、
殿
上
人
卅
余
人
、
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諸
国
の
受
領
・
諸
衛
府
・
所
司
、
都
合
六
十
余
人
。
世
に
は
亦ま

た

人ひ
と

無
し
と
ぞ
見
え
た
り
け
る
。

　

奈
良
の
御み

門か
ど

の
御
時
〈
諱

い
み
な

を
勝
宝
聖
武
天
王
と
云
ふ
〉、
神じ

ん
き亀

五
年
〈
戊

つ
ち
の
え
た
つ

辰
〉
近こ

ん
ゑ衛

の
大
将
を
始
め
て
置
か
れ
て
よ
り
以こ

の
か
た来

、
2

兄
弟
左
右
に
相
ひ
並
ぶ
こ
と
僅
か
に
三
箇

度
な
り
。
初
め
は
文も

ん
ど
く徳

天
皇
の
御ぎ

よ
う宇

仁に
ん
じ
ゆ寿

四
年
に
、
閑か

ん
ゐ
ん院

の
贈
太
（
大
）
政
大
臣

3

冬
嗣つ

ぎ

（
副
）
の
大だ

い

臣じ
ん

の
御お

ん
そ
く息

、
染そ

め
ど
の殿

の
関
白
太
（
大
）
政

4

大
臣
忠

ち
ゆ
う
じ
ん
こ
う

仁
公
〈
良
房
〉
八

月
に
左
大
将
に
御
任
在
り
て
、御
弟
の
西
三
条
の
右
大
臣
〈
良
相
公
〉
同
じ
き
年
九
月
に
右
に
並
び
御お

は
し
ま座

す
。
次
に
朱
雀
院
の
御
宇
、天
慶
元
年
に
、小
一
条
の
関
白
太
（
大
）

政
大
臣
〈
貞
信
公
忠
平
〉
の
御
息
、
小
野
宮
の
関
白
太
（
大
）
政
大
臣
〈
清
慎
公
実
清
〉
十
二
月
に
左
大
将
に
御
任
在
り
て
、
御
弟
の
九
条
の
右
大
臣
〈
師
輔
公
〉
同
じ
き

二
年▽

一
一
ウ

十
一
月
に
右
に
並
び
御お

は
し
ま坐

す
。
親

ま
ぢ
か

く
は
二
条
の

院
の
御
宇
、
永
暦
元
年
に
、
法
性
寺
の
関
白
太
（
大
）
政
大
臣
〈
忠
通
公
〉
の
御
息
、
松
殿
の
関
白
太
（
大
）
政
大
臣
〈
基

房
公
〉
五
月
一
日
に
左
大
将
に
御
任
在
り
て
、
御
弟
の
九
条
の
関
白
太
（
大
）
政
大
臣
〈
兼
実
公
、
月
輪
殿
〉
同
じ
き
九
月
に
右
に
並
び
御お

は
し
ま座

す
。
此
れ
皆
摂せ

つ
ろ
く録

の
臣
の
御

子
息
な
り
。
凡ぼ

ん
に
ん人

に
取
り
て
は
其
の
例
無
し
。
殿
上
の
交
は
り
を
だ
に
も
嫌
は
れ
し
人
の
子
孫
の
、

5

禁
（
襟
）
色
雑
袍
を
許
さ
れ
、
綾れ

う
ら羅

錦き
ん
し
う繍

を
身
に
纏ま

と

ひ
（
へ
）、
大
臣

の
大
将
を
兼
ね
て
、
子
息
兄
弟
左
右
に
並
ぶ
事
、
末
代
な
り
と
雖
も
是
れ
不
思
議
の
事
な
り
。

【
校
異
・
訓
読
】
1
底
本
「
淡
路
」。「
守
」
の
脱
落
。
2
「
先
弟
」
は
、「
兄
弟
」
の
誤
り
。「
兄
」（
朱
筆
）
に
よ
る
訂
正
本
文
を
取
る
。
3
「
冬
副
」
は
、「
冬
嗣
」
の
誤
り
。

4
「
大
臣
」
の
訓
符
は
音
符
の
誤
り
だ
ろ
う
。
故
に
訓
み
は
「
だ
い
じ
ん
」。
5
「
襟
色
」
は
「
禁
色
」
の
誤
り
。

【
注
解
】
〇
嫡
子
重
盛
内
大
臣
の
左
大
将
…
　

重
盛
以
下
、
平
家
一
門
の
人
々
の

諸
本
に
お
け
る
所
収
状
況
を
表
の
形
で
示
せ
ば
次
の
と
お
り
。

〈
四
・
延
・
長
〉
は
、
清
盛
の
子
・
孫
・
弟
の
内
、
公
卿
と
な
っ
た
者
を
記
す
。

そ
の
点
は
、〈
闘
〉
も
同
様
だ
が
、
知
度
・
清
房
は
公
卿
に
な
っ
て
い
な
い
こ
と

か
ら
、〈
闘
〉
編
者
に
よ
る
加
筆
と
考
え
ら
れ
よ
う
。〈
南
・
屋
・
中
〉
は
、
清
盛

の
子
・
孫
の
内
、
公
卿
に
な
っ
た
者
を
記
そ
う
と
す
る
の
だ
ろ
う
。〈
盛
・
覚
〉

が
、
そ
の
内
重
衡
を
欠
く
の
は
不
審
だ
が
、
美
濃
部
重
克
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

当
該
記
事
で
記
す
重
盛
・
宗
盛
・
知
盛
・
維
盛
の
官
位
は
、
昇
進
の
途
中
の
一
時

期
の
も
の
で
、
安
元
三
年
（
一
一
七
七
）
の
一
月
か
ら
六
月
に
限
ら
れ
る
。
そ
う

し
た
時
期
に
焦
点
を
絞
っ
た
の
は
、
そ
の
時
期
が
、
鹿
谷
事
件
の
直
前
で
あ
り
、

正
月
の
除
目
で
は
平
家
の
栄
華
を
象
徴
す
る
重
盛
と
宗
盛
の
左
右
大
将
の
任
官
が

叶
っ
た
時
期
で
あ
っ
た
か
ら
と
考
え
ら
れ
る
。
と
す
れ
ば
、〈
盛
・
覚
〉
が
重
衡

を
欠
く
の
は
、
安
元
三
年
の
時
点
で
重
衡
は
、
正
四
位
下
中
宮
亮
で
、
公
卿
に
は

な
っ
て
い
な
か
っ
た
た
め
か
。〈
盛
全
釈
〉
の
注
解
「
長
男
重
盛
内
大
臣
ノ
左
大

将
、
…
」（
四―

二
五
～
二
六
頁
）
参
照
。
な
お
維
盛
も
、
安
元
三
年
の
時
点
で

は
公
卿
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
総
て
の
諸
本
が
記
す
の
は
、
維
盛
が
平
家
嫡
々
の

血
統
で
あ
る
と
主
張
す
る
系
譜
意
識
の
た
め
と
考
え
ら
れ
る
（
美
濃
部
重
克
五
一

頁
）。
な
お
重
盛
の
内
大
臣
左
大
将
の
任
官
は
、
安
元
三
年
正
月
に
任
左
大
将
、

三
月
に
任
内
大
臣
で
左
大
将
も
兼
任
し
た
。
諸
本
同
。
　

〇
二
男
宗
盛
中
納
言
の

右
大
将
　

諸
本
同
。
但
し
、
宗
盛
は
、
三
男
。
次
男
に
早
世
し
た
基
盛
が
い
る
。

重
盛

宗
盛

知
盛

重
衡

知
度

清
房

維
盛

頼
盛

教
盛

〈
四
・
延
・
長
〉

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

〇

〇

〈
闘
〉

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〈
盛
・
覚
〉

〇

〇

〇

×

×

×

〇

×

×

〈
南
・
屋
・
中
〉

〇

〇

〇

〇

×

×

〇

×

×
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こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
日
下
力
①
論
文
参
照
。〈
盛
全
釈
〉（
六―

八
～
九
頁
）

の
「
清
盛
卿
ノ
二
男
遠
江
守
基
盛
」
の
注
解
参
照
。
な
お
、
宗
盛
は
、
安
元
三
年

正
月
に
、
権
中
納
言
の
ま
ま
右
大
将
を
兼
任
し
て
い
る
。
　

〇
三
男
知
盛
三
位
中

将
　

諸
本
同
。
知
盛
は
仁
安
三
年
（
一
一
六
八
）
三
月
に
任
左
中
将
、
安
元
三
年

正
月
に
叙
従
三
位
で
左
中
将
は
元
の
ま
ま
。
な
お
、
知
盛
は
、
四
男
だ
が
、
諸
本

は
い
ず
れ
も
三
男
と
す
る
。
前
項
参
照
。
　

〇
四
男
重
衡
蔵
人
頭
　

〈
四
・
延
・

長
・
南
・
屋
・
中
〉
同
。
実
際
は
五
男
だ
が
、
い
ず
れ
も
四
男
と
記
す
。
重
衡
の

蔵
人
頭
任
官
は
、
治
承
四
年
正
月
。
公

に
な
っ
た
の
は
養
和
元
年
五
月
。
安

元
三
年
当
時
は
、
正
四
位
下
中
宮
亮
。
　

〇
五
男
知
度
三
河
守
、
六
男
清
房
淡
路

《
守
》〈
入
道
の
末
子
〉

　

〈
闘
〉
の
独
自
記
事
。
知
度
の
三
河
守
、
清
房
の
淡
路
守

は
共
に
治
承
三
年
十
一
月
の
政
変
の
折
に
任
官
し
た
。
故
に
、「
一
門
の
公
卿
十

余
人
」
の
文
脈
の
中
で
敢
え
て
紹
介
さ
れ
る
必
要
は
な
く
、〈
闘
〉
編
者
に
よ
る

後
補
と
考
え
て
良
か
ろ
う
。
な
お
、
知
度
は
、〈
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
〉で
は
、

清
盛
の
「
末
子
」、〈
盛
〉
で
は
、「
乙
子
」（
3―

三
九
六
頁
）
と
さ
れ
る
。
但
し
、

〈
尊
卑
〉（
4―

三
六
頁
）・〈
尊
卑
脱
漏
〉（
続
群
書
五
上―

一
五
〇
頁
）・『
桓
武

平
氏
系
図
』（
続
群
書
六
上―

三
頁
）
等
で
は
、
知
度
（
範
）
を
兄
に
、
清
房
を

弟
に
す
る
。
知
度
は〈
四
・
延
・
長
・
盛
・
南
〉で
は
、
倶
梨
迦
羅
合
戦
で
、〈
覚
〉

は
、
志
保
合
戦
で
、〈
屋
〉
は
、
北
国
合
戦
で
の
討
死
は
確
認
で
き
る
も
の
の
、

い
ず
れ
の
合
戦
と
は
特
定
で
き
な
い
。〈
四
全
釈
〉
巻
七
「
倶
梨
伽
羅
落
」
の
注

解
「
大
将
参
河
守
知
度
・
讃
岐
守
経
時
…
」
参
照
（
九
八
～
九
九
頁
）。
清
房
は
、

〈
南
・
覚
〉
で
は
一
谷
合
戦
で
の
討
死
を
記
す
が
、〈
四
・
闘
・
延
・
長
・
盛
・
屋
〉

に
討
死
記
事
は
な
い
。
　

〇
嫡
孫
維
盛
四
位
少
将
　

諸
本
同
。
維
盛
は
嘉
応
二
年

（
一
一
七
〇
）
十
二
月
に
任
右
近
権
少
将
、
承
安
三
年
（
一
一
七
三
）
三
月
に
叙

従
四
位
下
、
安
元
二
年
正
月
に
叙
従
四
位
上
、
安
元
三
年
の
時
点
で
は
、
四
位
少

将
で
あ
っ
た
。
維
盛
が
公
卿
に
な
っ
た
の
は
養
和
元
年
十
二
月
の
こ
と
。
公
卿
で

は
な
い
維
盛
が
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
注
解
「
嫡
子
重
盛
内
大
臣

の
左
大
将
…
」
参
照
。
　

〇
舎
弟
頼
盛
正
二
位
大
納
言
　

〈
四
・
延
・
長
〉
同
。

頼
盛
は
、
治
承
四
年
四
月
に
従
二
位
、
六
月
に
正
二
位
、
寿
永
二
年（
一
一
八
三
）

四
月
に
権
大
納
言
。
安
元
三
年
当
時
は
、
正
三
位
権
中
納
言
。
　

〇
同
じ
き
教
盛

中
納
言
　

〈
四
・
延
・
長
〉
同
。
教
盛
は
、
養
和
元
年
（
一
一
八
一
）
十
二
月
に

正
三
位
権
中
納
言
。
　

〇
一
門
の
公
卿
十
余
人
　

〈
四
・
延
・
長
〉
同
、〈
南
・
屋
・

覚
・
中
〉「
十
六
人
」、〈
盛
〉
は
、「
凡
一
門
ノ

相
雲
客
、
諸
国
ノ
受
領
衛
府
諸

司
、

テ
六
十
余
人
ナ
リ
」（
1―

五
〇
頁
）
と
他
と
合
算
し
て
記
す
。
安
元
三

年
時
点
ま
で
に
公

に
な
っ
た
の
は
、
堂
上
平
氏
を
加
え
れ
ば
十
人
。
清
盛
（
永

暦
元
年
）・
重
盛
（
長
寛
元
年
）・
親
範
（
長
寛
三
年
）・
頼
盛
（
仁
安
元
年
）・
時

忠
（
仁
安
二
年
）・
宗
盛
（
仁
安
二
年
）・
教
盛
（
仁
安
三
年
）・
経
盛
（
嘉
応
二
年
）・

信
範
（
承
安
元
年
）・
知
盛
（
安
元
三
年
）。
以
降
平
氏
が
都
落
ち
を
し
た
寿
永
二

年
ま
で
に
公

に
な
っ
た
の
は
以
下
の
六
人
。
清
宗
（
治
承
四
年
）・
重
衡
（
治

承
五
年
）・
維
盛
（
養
和
二
年
）・
親
宗
・
通
盛
・
資
盛
（
寿
永
二
年
）。
計
十
六

人
と
な
る
。
と
す
れ
ば
、
堂
上
平
氏
は
除
い
て
も
、
一
門
の
公
卿
と
し
て
、
清
盛

の
異
母
弟
経
盛
、
宗
盛
の
息
清
宗
、
教
盛
の
嫡
男
通
盛
、
重
盛
の
次
男
資
盛
の
名

が
記
さ
れ
て
も
良
い
は
ず
だ
が
、
諸
本
は
い
ず
れ
も
記
さ
な
い
。〈
盛
・
南
・
屋
・

覚
・
中
〉
の
よ
う
に
、
清
盛
の
子
や
嫡
孫
の
み
を
記
し
た
と
考
え
れ
ば
納
得
は
い

く
が
、
い
ず
れ
の
諸
本
も
、
実
際
に
記
さ
れ
た
名
前
と
、
総
計
と
が
合
致
し
な
い

よ
う
に
、
こ
こ
に
は
主
だ
っ
た
者
の
名
前
を
書
い
た
の
だ
ろ
う
。
ま
た
、
経
盛
は

忠
盛
の
三
男
、
教
盛
は
四
男
の
異
母
兄
弟
だ
が
、
教
盛
は
仁
安
三
年（
一
一
六
八
）

八
月
（
四
十
一
歳
）
に
正
四
位
下
参
議
に
な
っ
た
の
に
対
し
、
経
盛
は
嘉
応
二
年

（
一
一
七
〇
）
十
二
月
（
四
十
七
歳
）
に
従
三
位
非
参
議
に
な
っ
て
い
る
よ
う
に
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後
れ
を
取
っ
て
い
る
。
清
盛
の
三
人
の
弟
経
盛
・
教
盛
・
頼
盛
の
中
で
は
、
年
長

の
経
盛
が
位
階
官
職
共
に
最
も
劣
り
、
清
盛
と
の
関
係
も
疎
遠
と
さ
れ
る
（
多
賀

宗
隼
三
〇
〇
～
三
〇
四
頁
）。
こ
の
よ
う
に
弟
の
教
盛
が
上
位
者
で
あ
っ
た
た
め
、

「
兄
弟
の
名
が
並
記
さ
れ
る
場
合
に
は
必
ず
、
弟
・
兄
の
順
に
な
る
」（
日
下
力
②

三
三
六
頁
）。
こ
の
記
事
に
経
盛
の
名
が
見
ら
れ
な
い
理
由
と
し
て
、
そ
の
よ
う

な
物
語
に
お
け
る
経
盛
の
立
場
を
想
起
す
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
公
卿
会

議
の
構
成
メ
ン
バ
ー
の
内
、
平
氏
公
卿
の
人
数
が
も
っ
と
も
多
か
っ
た
の
は
、
寿

永
元
年
（
一
一
八
二
）
か
ら
翌
二
年
に
か
け
て
の
六
名
で
あ
っ
た
（
上
横
手
雅
敬

二
四
頁
）。
　

〇
殿
上
人
卅
余
人
、
諸
国
の
受
領
・
諸
衛
府
・
所
司
、
都
合
六
十

余
人
　

殿
上
人
の
数
、〈
四
・
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
同
、
総
数
を
〈
四
・

南
・
屋
・
覚
・
中
〉
同
、〈
延
・
長
〉「
八
十
余
人
」。〈
盛
〉
は
、
前
項
参
照
。
こ

の
前
後
の
記
事
は
、『
平
治
物
語
』
一
類
本
に
近
似
す
る
。「
平
家
の
一
門
、
繁
昌

す
。
わ
が
身
は
太
政
大
臣
に
あ
が
り
、
子
息
、
近
衛
大
将
に
あ
ひ
な
ら
び
、
親
類

の
昇
進
、
思
さ
ま
に
て
、

相
・
雲
客
、
六
十
余
人
な
り
き
」（
新
大
系
二
七
三

頁
）。『
平
治
物
語
』
に
『
平
家
物
語
』
の
影
響
を
見
て
良
い
箇
所
で
あ
ろ
う
。『
平

治
物
語
』
の
一
類
本
は
、
公

・
殿
上
人
の
数
を
合
わ
せ
て
六
十
余
人
と
す
る

が
、
こ
こ
は
、『
平
家
物
語
』
に
見
る
よ
う
に
、
受
領
や
諸
衛
府
・
諸
司
等
を
加

え
た
数
で
あ
ろ
う
。
日
下
力
③
は
、〈
尊
卑
〉
に
よ
れ
ば
、
殿
上
人
は
二
十
六
人

前
後
と
推
定
さ
れ
、
公

・
殿
上
人
の
数
は
多
く
見
て
も
四
十
人
前
後
と
考
え
ら

れ
る
と
い
う
（
一
四
九
～
一
五
〇
頁
）。
　

〇
奈
良
の
御
門
の
御
時
〈
諱
を
勝
宝

聖
武
天
王
と
云
ふ
〉

　

左
右
の
近
衛
大
将
が
置
か
れ
る
に
至
っ
た
経
緯
を
先
ず
記

す
に
あ
た
り
、
奈
良
の
御
門
、
つ
ま
り
聖
武
天
皇
の
時
代
に
遡
る
。
そ
の
点
は
、

〈
四
・
延
・
長
・
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
同
。
但
し
そ
の
諱
を
記
す
の
は
、〈
闘
〉
の

み
。『
続
日
本
紀
』「
敬

ヒ
テ

依
二リ

テ

旧
典
一ニ

、
追

ヒ
テ

上
二リ

尊
号
一ヲ

、
策

シ
テ

称
二シ

勝
宝
感
神
聖

武
皇
帝
一ト

、
謚

シ
テ

称
二ス

天
璽
国
押
開
豊
桜
彦
尊
一ト

」（
新
大
系
3―

二
七
八
～
二
七
九

頁
。
天
平
宝
字
二
年
八
月
九
日
条
）。
な
お
、〈
闘
〉
に
見
ら
れ
る
多
数
の
注
記
記

事
の
内
、
多
く
は
巻
一
上
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
が
（
本
全
釈
五―

九
～
一
〇
頁
。「
仁
平
三
年
〈
癸
酉
〉」
の
注
解
参
照
）、
当
該
記
事
の
よ
う
に
諱

を
記
す
記
事
に
お
い
て
も
同
様
で
あ
る
。「
諱
云
…
」
と
の
注
記
記
事
は
、〈
闘
〉

に
は
、
巻
一
上
に
十
一
箇
所
、
巻
一
下
に
二
箇
所
、
巻
五
に
二
箇
所
の
計
十
五
箇

所
見
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
の
内
、
巻
一
上
で
は
、
同
一
の
天
皇
に
付
さ
れ
た
諱
記
事

は
な
い
。
具
体
的
に
は
、
聖
武
・
鳥
羽
・
二
条
・
後
白
河
・
清
和
・
陽
成
・
近
衛
・

高
倉
・
一
条
・
三
条
・
堀
河
の
各
天
皇
の
諱
が
記
さ
れ
る
。
し
か
し
、
巻
一
下
で

は
、
再
び
鳥
羽
と
後
白
河
の
諱
が
注
記
さ
れ
、
巻
五
で
は
、
当
該
記
事
と
同
じ
聖

武
（「
諱
云
勝
宝
」
二
七
オ
）
と
孝
謙
の
諱
が
記
さ
れ
る
。
そ
れ
ら
の
注
記
の
付

け
方
を
見
る
と
、
巻
一
上
に
お
い
て
は
、
初
出
の
天
皇
の
諱
を
基
本
的
に
は
記
し

て
い
る
よ
う
に
も
見
ら
れ
る
が
、
記
さ
れ
て
い
な
い
天
皇
も
あ
り
（
例
え
ば
、
桓

武
・
淳
和
・
文
徳
天
皇
等
）、
ま
た
必
ず
し
も
初
出
記
事
に
付
さ
れ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
（
該
当
す
る
天
皇
と
し
て
は
、
二
条
・
後
白
河
・
近
衛
・
高
倉
・
一
条

各
天
皇
）。
　

〇
神
亀
五
年
〈
戊
辰
〉
近
衛
の
大
将
を
始
め
て
置
か
れ
て
よ
り
以

来
　

詳
細
は
、〈
延
全
注
釈
〉（
巻
一―

一
七
〇
～
一
七
二
頁
）・〈
盛
全
釈
〉（
四

―

二
九
～
三
一
頁
）
の
各
注
解
に
譲
り
、
以
下
で
は
要
点
を
記
す
こ
と
に
す
る
。

左
右
の
近
衛
大
将
が
置
か
れ
る
ま
で
の
経
緯
を
辿
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
。
神
亀

五
年
（
七
二
八
）
七
月
に
は
じ
め
て
中
衛
府
が
置
か
れ
（『
続
日
本
紀
』
新
大
系

2―
五
三
一
頁
の「
中
衛
府
の
新
置
」の
補
注
参
照
）、
天
平
神
護
元
年（
七
六
五
）

二
月
に
近
衛
府
が
置
か
れ
、
さ
ら
に
大
同
二
年
（
八
〇
七
）
四
月
に
近
衛
府
を
改

め
左
近
衛
府
と
し
、
中
衛
府
を
改
め
右
近
衛
府
と
し
た
（『
類
聚
三
代
格
』）。
中

衛
府
新
設
時
の
最
初
の
大
将
は
、
藤
原
房
前
、
近
衛
府
新
設
時
の
最
初
の
大
将
は
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藤
原
蔵
下
丸
で
あ
り
、
そ
の
点
を
正
し
く
記
す
の
は
〈
屋
〉
で
あ
る
。
ま
た
、
左

右
近
衛
府
新
設
時
の
左
大
将
は
藤
原
内
麻
呂
、右
大
将
は
坂
上
田
村
丸
で
あ
っ
た
。

そ
の
点
を
正
し
く
記
す
の
は
〈
四
・
南
・
屋
〉。
故
に
、〈
闘
〉
が
、
神
亀
五
年
に

近
衛
大
将
が
は
じ
め
て
置
か
れ
た
と
す
る
の
は
間
違
い
で
、
中
衛
府
が
置
か
れ
た

年
。〈
南
〉
も
同
様
に
誤
る
。
　

〇
兄
弟
左
右
に
相
ひ
並
ぶ
こ
と
僅
か
に
三
箇
度

な
り
　

諸
本
が
、
重
盛
・
宗
盛
以
前
に
、
兄
弟
が
左
右
大
将
に
並
ん
だ
例
と
し
て

挙
げ
る
の
は
、
次
の
事
例
。
①
大
同
四
年
（
内
麻
呂
・
田
村
丸
）、
②
斉
衡
元
年

（
良
房
・
良
相
）、
③
天
慶
八
年（
実
頼
・
師
輔
）、
④
寛
徳
二
年（
教
通
・
頼
宗
）、

⑤
永
暦
元
年
（
基
房
・
兼
実
）
の
五
例
。
諸
本
の
掲
出
事
例
は
次
の
と
お
り
。

し
か
し
、
①
の
事
例
は
、〈
四
・
南
・
屋
〉
が
記
す
よ
う
に
、
左
右
近
衛
府
新
設

時
の
左
大
将
と
右
大
将
で
、
兄
弟
の
事
例
で
は
な
い
。
故
に
、
重
盛
・
宗
盛
以
前

に
、
兄
弟
が
左
右
大
将
に
並
ん
だ
例
は
、
②
③
④
⑤
の
四
例
で
あ
る
。〈
闘
〉
が
、

④
寛
徳
二
年（
教
通
・
頼
宗
）の
例
を
欠
く
の
は
な
ぜ
だ
ろ
う
か
。
④
を
欠
く〈
闘
〉

に
原
態
が
あ
る
と
は
考
え
が
た
い
。
と
す
れ
ば
、
判
然
と
は
し
な
い
が
、「
三
箇

度
」
に
拘
っ
た
〈
闘
〉
編
者
は
、
四
箇
度
の
事
例
か
ら
直
近
の
大
将
人
事
で
あ
っ

た
⑤
の
事
例
を
取
り
込
み
、
④
を
削
除
し
た
と
考
え
る
こ
と
と
な
ろ
う
か
。
恐
ら

く
は
、
五
つ
の
事
例
を
記
す
〈
延
〉
が
、
に
も
関
わ
ら
ず
「
三
箇
度
」
と
し
、
四

つ
の
事
例
を
記
す
〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉
が
「
三
四
箇
度
」
と
曖
昧
な
書
き
方
を

し
て
「
三
箇
度
」
に
拘
る
の
は
、「
三
箇
度
」
と
記
す
あ
り
方
が
当
該
記
事
の
古

態
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。〈
闘
〉
編
者
が
「
三
箇
度
」
に
拘
っ
た
事
情
も
そ
の
あ
た

り
に
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。〈
延
全
注
釈
〉
の
、「
本
来
は
、
②
～
④
の
三
例
だ
っ

た
も
の
が
、
追
記
な
ど
に
よ
り
混
乱
し
た
可
能
性
が
あ
ろ
う
」（
巻
一―

一
七
一

頁
）
と
す
る
考
え
を
支
持
し
た
い
。
と
す
れ
ば
、
兄
弟
の
左
右
大
将
の
確
か
な
事

例
で
あ
る
⑤
は
、
な
ぜ
含
ま
れ
な
か
っ
た
の
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
こ
の
後

の
注
解
「
凡
人
に
取
り
て
は
其
の
例
無
し
。
殿
上
の
交
は
り
を
だ
に
も
嫌
は
れ
し

人
の
子
孫
の
…
」
で
考
え
た
い
。
　

〇
文
徳
天
皇
の
御
宇
仁
寿
四
年
に
　

〈
南
〉

同
、〈
四
・
盛
〉「
文
徳
天
皇

の

御
宇
斉サ

イ
カ
ウ衡

元
年
」（〈
四
〉
一
一
左
）、〈
延
・
長
〉

「
文
徳
天
皇
御
宇
斉
衡
二
年
」（〈
延
〉
二
七
ウ
）、〈
屋
・
覚
・
中
〉「
文
徳
天
皇

ノ
御
時
ハ
」（〈
屋
〉
二
一
頁
）。
斉
衡
元
年
（
八
五
四
）
は
、
仁
寿
四
年
十
一
月

二
十
九
日
に
改
元
。
良
房
・
良
相
の
任
大
将
は
共
に
改
元
以
前
の
た
め
、
仁
寿
四

年
が
正
し
い
。
な
お
、
以
下
の
事
例
の
中
で
、
文
徳
の
み「
天
皇
」と
表
記
さ
れ
、

朱
雀
以
降
の
天
皇
が
「
院
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
の
は
、
天
皇
の
追
号
に
そ
の
院

号
を
つ
け
る
最
初
が
宇
多
天
皇
の
た
め
。〈
盛
全
釈
〉
の
注
解
「
文
徳
天
皇
ノ
御

宇
斉
衡
元
年
ニ
…
」（
四―

三
〇
頁
）
参
照
。
　

〇
染
殿
の
関
白
太
政
大
臣
忠
仁

公
〈
良
房
〉
八
月
に
左
大
将
に
御
任
在
り
て
　

良
房
は
、
冬
嗣
の
次
男
。
天
安
二

年
（
八
五
八
）
十
一
月
に
摂
政
太
政
大
臣
。
良
房
（
白
河
殿
、
染
殿
。
諡
忠
仁
公
）

は
、
仁
寿
四
年
八
月
二
十
八
日
に
左
大
将
（
時
に
右
大
臣
）
と
な
っ
た
。
　

〇
御

弟
の
西
三
条
の
右
大
臣
〈
良
相
公
〉
同
じ
き
年
九
月
に
右
に
並
び
御
座
す
　

良
相

は
、
冬
嗣
の
五
男
。
斉
衡
四
年
（
八
五
七
）
二
月
に
右
大
臣
。
良
相
（
西
三
条
大

臣
）
は
、
仁
寿
四
年
九
月
二
十
三
日
に
右
大
将
（
時
に
権
大
納
言
）
と
な
り
、
兄

弟
の
左
右
大
将
が
実
現
し
た
。

　

〇
朱
雀
院
の
御
宇
、
天
慶
元
年
に
　

〈
四
・
延
・

諸
本

総
数

掲
出
事
例

〈
四
・
盛
〉

四
箇
度

②
③
④
⑤

〈
闘
〉

三
箇
度

②
③
⑤

〈
延
〉

三
箇
度

①
②
③
④
⑤

〈
長
〉

五
箇
度

①
②
③
④
⑤

〈
南
・
屋
・
覚
・
中
〉

三
四
箇
度

②
③
④
⑤
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四

）

長
・
盛
・
南
〉「
朱
雀
院
御
宇
天
慶
八
年
」（〈
延
〉
二
八
オ
）、〈
屋
・
覚
・
中
〉

「
朱
雀
院
の
御
宇
に
は
」（〈
覚
〉
上―

一
四
頁
）。「
天
慶
八
年
」
が
正
し
い
。「
天

慶
元
年
」
の
誤
り
が
、
例
え
ば
「
八
」
を
「
元
」
と
誤
写
し
た
た
め
に
生
じ
た
記

事
で
な
い
こ
と
は
、
こ
の
後
に
、
同
日
に
任
官
し
た
師
輔
に
つ
い
て
、「
同
じ
き

二
年
十
一
月
に
」
と
改
変
し
て
い
る
点
か
ら
も
明
ら
か
。
　

〇
小
一
条
の
関
白
太

政
大
臣
〈
貞
信
公
忠
平
〉

　

忠
平
の
諡
貞
信
公
、号
小
一
条
太
政
大
臣
。
極
官
は
、

従
一
位
関
白
太
政
大
臣
。
　

〇
小
野
宮
の
関
白
太
政
大
臣
〈
清
慎
公
実
清
〉
十
二

月
に
左
大
将
に
御
任
在
り
て
　

実
清
は
実
頼
が
正
し
い
。
実
頼
（
諡
清
慎
公
、
小

野
宮
）
は
、
忠
平
の
嫡
男
。
極
官
は
従
一
位
摂
政
太
政
大
臣
。
実
頼
は
、
天
慶
八

年（
九
四
五
）十
一
月
二
十
五
日
に
左
大
将（
時
に
右
大
臣
）と
な
っ
た
。「
十
二
月
」

は
誤
り
。
十
一
月
二
十
五
日
と
す
る
〈
四
・
延
・
長
・
南
〉
が
正
し
い
。
　

〇
御

弟
の
九
条
の
右
大
臣
〈
師
輔
公
〉
同
じ
き
二
年
十
一
月
に
右
に
並
び
御
坐
す
　

師

輔
（
九
条
右
大
臣
）
は
、
忠
平
の
次
男
。
師
輔
は
、
兄
実
頼
と
同
日
の
天
慶
八
年

十
一
月
二
十
五
日
に
右
大
将
（
時
に
大
納
言
）
に
任
じ
ら
れ
た
。
し
か
し
、〈
闘
〉

は
、
兄
実
頼
は
天
慶
元
年
十
二
月
に
左
大
将
と
な
り
、
弟
師
輔
は
翌
二
年
十
一
月

に
右
大
将
に
な
っ
た
と
す
る
。
当
初
は
誤
写
等
に
よ
っ
て
生
じ
た
記
事
の
辻
褄
合

わ
せ
か
ら
端
を
発
し
た
記
事
の
可
能
性
は
あ
る
が
、
意
改
に
よ
り
作
り
出
さ
れ
た

後
出
記
事
と
考
え
ら
れ
る
。
　

〇
法
性
寺
の
関
白
太
政
大
臣
〈
忠
通
公
〉

　

応
保

二
年
（
一
一
六
二
）
六
月
八
日
法
性
寺
別
業
に
て
出
家
、
長
寛
二
年
（
一
一
六
四
）

二
月
十
九
日
入
滅
。
前
関
白
太
政
大
臣
。
　

〇
松
殿
の
関
白
太
政
大
臣〈
基
房
公
〉

五
月
一
日
に
左
大
将
に
御
任
在
り
て
　

基
房
は
、
忠
通
の
嫡
男
。
基
房
（
松
殿
、

中
山
、
菩
提
院
）
は
、
永
暦
元
年
（
一
一
六
〇
）
八
月
十
四
日
に
左
大
将
（
時
に

内
大
臣
）
と
な
っ
た
。「
五
月
一
日
」
は
誤
り
。
　

〇
御
弟
の
九
条
の
関
白
太
政

大
臣
〈
兼
実
公
、
月
輪
殿
〉
同
じ
き
九
月
に
右
に
並
び
御
座
す
　

兼
実
は
、
忠
通

の
三
男
。
兼
実
（
月
輪
殿
、
後
法
性
寺
殿
）
は
、
永
暦
二
年
（
一
一
六
一
。
こ
の

年
九
月
四
日
に
、
応
保
元
年
と
改
元
）八
月
十
九
日
に
右
大
将（
時
に
権
大
納
言
）

と
な
っ
て
、
兄
弟
の
左
右
大
将
が
実
現
し
た
。「
同
じ
き
九
月
」
は
誤
り
。〈
闘
〉

に
見
る
こ
れ
ら
一
連
の
誤
り
の
発
生
事
情
に
つ
い
て
は
不
明
。
　

〇
此
れ
皆
摂
録

の
臣
の
御
子
息
な
り
　

〈
四
〉は
、
兄
弟
に
よ
る
左
右
大
将
の
事
例
を
記
す
前
に
、

「
是
皆
摂
録

の

臣
の

御
子
息

な
り

」（
一
一
左
）
と
記
す
。
　

〇
凡
人
に
取
り
て
は
其
の

例
無
し
。
殿
上
の
交
は
り
を
だ
に
も
嫌
は
れ
し
人
の
子
孫
の
…
　

「
殿
上
の
交
は

り
を
だ
に
も
嫌
は
れ
し
人
の
子
孫
の
」
の
前
に
、〈
延
・
長
・
南
〉
は
、
次
の
よ

う
な
一
文
を
挟
む
。〈
延
・
長
〉「
上
代
ハ
カ
ウ
コ
ソ
、
近
衛
大
将
ヲ
バ
惜
ヲ
ハ
シ

マ
シ
テ
、一
ノ
人
ノ
君
達
バ
カ
リ
ナ
リ
給
シ
カ
」（〈
延
〉
巻
一―

二
八
ウ
）、〈
南
〉

「
上
古
ニ
ハ
加
様
ニ
コ
ソ
有
シ
ニ
」（
上―

二
〇
頁
）。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
本
文

か
ら
明
ら
か
と
な
る
の
は
、
兄
弟
の
左
右
大
将
の
事
例
と
し
て
、〈
延
・
長
・
南
〉

で
は
、「
上
代
」「
上
古
」
の
事
例
が
書
き
留
め
ら
れ
よ
う
と
し
た
こ
と
が
分
か
る
。

確
か
に
⑤
永
暦
元
年
（
基
房
・
兼
実
）
の
事
例
は
、
兄
弟
の
左
右
大
将
の
事
例
と

し
て
適
う
も
の
で
は
あ
っ
た
が
、
保
元
の
乱
・
平
治
の
乱
後
の
、
末
代
も
深
ま
っ

た
折
の
事
例
で
あ
る
が
故
に
、『
平
家
物
語
』
編
者
の
当
初
の
構
想
に
は
な
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。
先
に
見
た
〈
闘
・
延
〉
の
「
三
箇
度
」
や
、〈
南
・
屋
・
覚
・

中
〉
の
「
三
四
箇
度
」
と
い
う
曖
昧
な
本
文
に
、
そ
う
し
た
推
測
を
支
え
る
根
拠

を
認
め
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

【
引
用
研
究
文
献
】

＊
上
横
手
雅
敬
「
平
氏
の
権
勢
」（『
日
本
の
歴
史
五
』
研
秀
出
版
一
九
七
二
。『
源
平
争
乱
と
平
家
物
語
』
角
川
書
店
二
〇
〇
一
・
4
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）
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＊
日
下
力
①
「『
平
家
物
語
』
の
一
問
題―

清
盛
の
次
男
基
盛
の
消
去
を
め
ぐ
っ
て
、『
保
元
』『
平
治
』
と
の
間
を
探
り
つ
つ―

」（
国
文
学
研
究
七
三
、一
九
八
一
・
3
。『
平

治
物
語
の
成
立
と
展
開
』
汲
古
書
院
一
九
九
七
・
6
再
録
）

＊
日
下
力
②
「『
平
家
物
語
』
の
整
合
性―

「
教
盛
・
経
盛
」
の
場
合
」（
リ
ポ
ー
ト
笠
間
二
八
、一
九
八
七
・
10
。『
平
家
物
語
の
誕
生
』
岩
波
書
店
二
〇
〇
一
・
4
再
録
。

引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
日
下
力
③
「『
平
治
物
語
』」
に
お
け
る
悪
源
太
雷
化
話
の
作
出
と
『
保
元
物
語
』『
平
家
物
語
』」（
国
文
学
研
究
六
七
、一
九
七
九
・
3
。『
平
治
物
語
の
成
立
と
展
開
』

汲
古
書
院
一
九
九
七
・
6
再
録
。
引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
多
賀
宗
隼
「
平
家
一
門―

清
盛
の
地
位
と
役
割―

」（
日
本
歴
史
三
五
四
、一
九
七
七
・
11
。『
論
集
中
世
文
化
史
〈
上
〉

　

公
家
武
家
篇
』
法
蔵
館
一
九
八
五
・
9
再
録
。

引
用
は
後
者
に
よ
る
）

＊
美
濃
部
重
克
「『
平
家
物
語
』
序
章
考
」（
南
山
国
文
論
集
一
〇
、一
九
八
六
・
3
）

【
補
記
】

〇
（
凡
例
追
加
）
左
記
の
『
平
家
物
語
』
諸
本
に
つ
い
て
は
略
号
を
用
い
、
次
の
刊
本
に
よ
り
頁
数
を
示
し
た
。

　

〈
中
〉
…
…
中
院
本
。『
校
訂
中
院
本
平
家
物
語
（
上
）
～
（
下
）』（
三
弥
井
書
店
二
〇
一
〇
～
）
翻
刻
。
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